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戸予 宝草E

問題意織

農地の零細闘場分散が我が国の農業の生産性向上の短絡になっているという趣旨の指摘

はしばしばなされてきた。しかしながら、農地の零細園場分散がどのように生産性向上を

制約し、どの程度のデメリッドをもたらすかについては、実証的な調査研究はごく少数に

とどまっている。これまでの零細困場分散に関わる議論は、実は、信頼できる経験的デー

タが極めて乏しいなかで立論されてきたといわざるをえない。農地の零細困場分散が農業

経営の私経済的な発展にとってどの程度深刻な問題であるか、どの段階・局面で問題とな

るかといった諸点に正当な評価 ・位置付けを与えるためには、実狂的な調査研究の間隙を

狸めていかなければならないだろう。岡場分散問題についての正当な評価 ・位置付けなく

しては、しばしば提唱されるところの零細分散錯圃の止揚形態としての「農場制農業」の

構想も、零細圃場分散のデメリットの裏返しとしての園場条件の改善によるメリットが具

体化しない限り、理念的指針の域をぬけられないことはいうまでもない。

聞編分散問題の実証的研究は、稲作において、たかだか6、 7ha程度でコスト低減がほ

ぼなくなってしまうような「規模の経済のぐずつきJ(樋口貞三)の原因解明の一環として

位置づけられるものである。 r規模の経済のぐずつきJは上層農の相対的有利性の消滅に

よる農業経営の上向発展の抑制要因であるから、この実証的研究は、生産力視点からの農

民届の分化・分解のー制限要因の解明という射程をもっている。

ところで、農業においては、一般に土地という最も基本的な経営資源の「質」が生産効

率を規定していることは疑い得ない。だが、土地資源の「質Jが所得等の経営成果に反映

されるまでの投入から産出に至る過程における銭術構造を基底にもつ諸関係は、農業経営

分野の文献でも、いわばブラック ・ボックスとして扱われることが多かった。園場条件の

相違等の農地の f質Jの差異が経営行動に及ぼす事例(困揚が分散すると作物 ・品種を変

えて集約度が低下する、闘場整備によって機械投資が進む等々)に関する報告においても、

かかる諸関係自体は十分に解き明かされてこなかったといえよう。その場合、困場条件の

生産性への影響は現象レベルで定性的に理解されるに止まってしまい、歴史的な生産力段

階や経営成長の階梯の違いが闘場分散問題の傑相を異ならせることを看過しがちであった。
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例えば、 19 80年代以降の上層農の水稲作では、単に機被の大型化が進行しただけでな

く乗用機械化が一般化してくるが、歩行段階と対比した乗用段階の機械化作業の特質や乗

用機械化の進捗段階等に関する知見がない限り、園場条件と作業能率の関係は明確となら

ず、現状における困場分散問題の的確な認識はおぼつかないであろう。圃場分散問題につ

いての正当な認識 ・評価を得るためには、ブラック・ボックスを開け、生産技術構造にま

で立ち入って困場分散問題の発現形態 ・発生原因 ・大きさを解明する必要があろう。

こうした生産技術構造にまで立ち入った経営分析の企画は、技術と経済の結節点として

農業経営の成り立ちを理解しようとする伝統的な農業経営研究の立場に基づいている。た

だし、分析のアプローチにおいて、本研究では生産管理論的手法の活用を図った。ここで

生産管理論的手法と よんだものは、広義の経営工学(IndustrialEngineering)における、

作業研究、 oR (Operations Research)、数理統計、原価管理等といった分野における

理論や技法を指している。こうしたアプローチは、農業経営における物的生産と経済的生

産の二面性をつなぐ概念装置と分析手法の改善であり、従来の記述的な生産力論ないし技

術構造論の弱点を補強することを目指している。

本論文は、 1990年代における稲作を中心とした日本の水田農業を対象に、零細困場

分散に関する実証的な調査研究の間隙を埋めるべく、生産管理論的手法を活用しつつ、図

場条件が生産性に及ぼす影響を実証的に追求した試みである。

用語の定義

あらかじめ本論文で用いる若干の用語を定義し、関連事項を説明しておきたい。

「闘場条件J

闘場条件とは、経営資源としての農地の客観的な属性である。ただし、地表の一部とし

ての土地それ自体の属性である以上に、利用する経営にとって意味を持つ農業生産資源の

属性である。よって、圃場条件には、一枚一枚の農地の大きさ・形状・傾斜 ・排水性・土

壌タイプといった諸属性も含まれるが、大型機械を有する経営からみた地耐力や経営の本

拠からの距際、農地の面的なまとまり、特定の時期における用水のアクセス可能性等、農

地それ自体は同一でも農地を利用する経営にとって問題となる属性を含むものとする。

「悶場配置」

圃場配置とは、農業経営からみた農地の面的な利用単位の空間的立地状況である。闘場

配置は岡場条件の一部を構成する。
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「園場の分散化」

闘場の分散化は、農地の面的な利用単位の空間的立地状況としての圃場配置に関する概

念であって、次の 3つの契機(基準)を含むと考えられる。

第 lの契機は、国場の分割化である。これは、経営のもつ農地の面的な利用単位が増え

ることである。

第2の契機は、岡場の遠隔化である。これは、経営のもつ農地が全体として遠のくこと

である。

第3の契機は、圃場の鉱散化である。これは、経営のもつ農地の面的な利用単位がそれ

ぞれ相互に遠ざかることである。いわゆる、面的なまとまりがなくなることである。

必ずしも、これらの 3つの契機のすべてが成立しないと園場の分割化と判断されない訳

ではない。ここでは、同ーの経営内で岡場配置が変更される前後や異なる経営聞の園場配

置の差異の相対比較において、上記の 3つの契機のうち少なくとも 2つが顕著になったと

判断される場合を岡場の分散化とみなす。

3つの契機のうち 1つのみ該当する場合は圃場の分散化に当てはまらないものとする。

常識より判断して囲湯分散にあたらないケースがありうるからである。 3つの契機のうち

1つのみ該当する場合までを闘場の分散化とみなすと、たとえば、農地が 50枚に分かれ

ているものの連担して lヶ所になって作業舎の周囲にあるケース、自宅からやや遠いが全

農地が 3枚の大区画園場だけでしかも連担して 1ヶ所にあるケース、全経営耕地はそれぞ

れ 1枚づっ相互に飛び離れて団地化されていないが全部で数枚しかなく自宅からそれほど

離れていないケース等々までも困場の分散化とみなさなければならないことになる。そこ

で、ここでは 3つの契機のうち 1つのみ該当する場合は図場の分散化とみなさないことに

した。

なお、それぞれの契機の具体的な指標(尺度)は、唯一とは限らない。ここでは、第 1

の契機に対しては、農地の最小の面的利用単位としての困場(水回ならば畦畔で固まれた

範囲)の枚数(所有単位をいうときは枚数でなく筆数)、第 2の契機に対しては、経営の

本拠(自宅ないし作業舎)からの物理的距雌ないし時間距離、第3の契機に対しては、何

らかの基準でみた「団地j の大きさや数(本来的には困場 1枚毎の最近接園場開距離の分

布の仕方をとるほうが望ましいと考えられる)をとることにする。

「闘場分散」

悶場分散とは岡場の分散化の進んだ状態である。
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「零細岡場分散J

零細図場分散とは、最小の農地の利用単位(一枚あたりの平均面積)が零細であると判

断された場合における、園場の分散化の進んだ状態をいう(ちなみに、大区画園場でも岡

場の分散化が進んでいるケースはありうる)。等しい経営面積では、一枚あたりの平均面

積が小さくなれば、当然回場の枚数は多くなるから、困場の零細性は困場の分割化につな

がる。したがって、零細園場分散は、闘場の分割化に加えて、園場の遠隔化と鉱散化の両

方もしくはどちらか片方がみられる状態である。

「闘湯の集合化J

困場の集合化は園場配置における随場の分散化の対援にある対概念である(下図参照)。

「統合化j ・「近接イじ」 ・「団地化J。

困場配置における園場の分散化の対概念である「困場の集合化」の諸契機である閲場の

「統合化」 、 「近接化J、

念である。

「団地化」は、それぞれ闘場の分割化、遠隔化、拡散化の対概

区亙.

多 少

母小の利用単位たる
回 場 区画の枚数

大 1]'、

本興地を中心とする
臨場 の 散在 程 度

低 高

岡嶋どうしからみた
岡場 の 接 近 度 合

回E有島酉己古1It，こ~Tる松正念τ

4 -



本論文の構成

本論文の本論は 3つの章から構成されている。

第 1章「圃場条件と作業能率Jでは、特定の困場条件(区画面積、区画形状、闘場配置)

が機械化作業の作業能率に及ぼす影響の分析がなされる。

第 2章「困場条件と作物単収Jでは、特定の困場条件(距離、団地数、岡場枚数、これ

らの組み合わせ)が水稲単収に及ぼす影響の分析がなされる。

第3章「悶易条件と生産原価」では、稲作経営にとって土地基盤条件(区画面積・距離

・排水性等の総合的な岡場条件)が米の生産原価にどのような影響を及ぼすかという問題

の解明がなされる。

第 1章および第 2章では、単位労働時間当たりの作業面積や単位面積当たりの収穫量と

いった技術的な関係のレベルでの物的な生産性を問題とする。それに対して、第 3章では、

そうした技術的なレベノレでの岡場条件の生産性への影響をふまえて、単位生産物当たりの

投入資源の費用の総和である生産原価を指標として、経済的なレベルでの総合的な生産性

を問題とする。

以下各章の課題と方法の要点を述べる。

第 l章における主要問題は次のように要約できる。

零細圃湯分散によって水田機械化作業の作業能率はどれだけ低下しているか?

この問題に対して、近代経営学の祖であるテーラーの 「科学的管理法」以来発展をとげ

ている作業研究の手法を導入し、生産管理論的立場から技術的な関係のレベルでの生産性

としての作業能率の但援に努めた。具体的には、第 1節では、 トラクタによるロータリ耕

作業について、区画面積と長短辺比の差異が作業時間に及ぼす影響を推定する方法を改善

し、機械のサイズ別に作業能率を試算した。第 2節では、コンパインによる収穫作業につ

いて、作業能率に対する区画面積および困場配置(近接した悶場群である団地までの移動

時間と団地内の移動時間により表現される)の影響を解析した。

第 2章における主要問題は次のように要約できる。

零細圃場分散によって水稲収量はどれだけ、またどのようなメカニズムで低下するか?

この問題に対して、闘場分散による稲作の単収低下現象を農家調査から大量観察して統

許的手法によって確認する方法をとった。具体的には、第 1節では、農家のおかれた自然

的 ・経済的立地条件の地域差を捨象するために一定の地域における水稲作付農家を対象に

した調査の結果を用いて、圃場の分散状況と水稲収量の関係を定量的に犯援した。第2節
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では、既存の全国的農家調査の個棄を用いて零細困場分散による収量低下原因を技術構造

の側面から検討を加えた。

第3章における主要問題は次のように要約できる。

土地基盤条件が稲作における規模の経済の発現をどのようにどれだけ規定しているか?

この問題に対して、園場整備水準において両僅端な状況におかれた、相対的にみて大規

模な 2つの水田作経営を対象にケース ・スタディを行った。具体的には、第 1節では、整

備不良水田(明治時代の旧整備地区)で零細闘場分散に直面している家族経営の稲作の技

術構造と生産費を調査し、旧式の土地基盤条件により規模の経済性が「萎縮Jしている実

態を解明した。第 2節では、大区画岡場整備事業を実施した地区で団地的土地利用を行っ

ている協業方式の地域営農集団(集落農場)の稲作における生産費を要因分解し、大区画

化・団地化による生産費の削減効果の発現形態とその大きさを解明した。

最後の終章では要約と回場分散問題の研究の展望を述べ、本論文の結びとする。

先行研究

以下に主要な先行研究の文献を整理してあげておく。

.園場分散問題の位置づけ ・評価に関して。

梶井功『農地法的土地所有の崩壊J 1 9 77年

和田照男「稲作経営構造の再編 ・展開の諸問題J r長期金融』 第 65号 1985年

稲本志良「水田利用型大規模家族経営成立過程と規模鉱大方式J r長期金融』

第 65号 198 5年

稲本志良『農業の技術進歩と家族経営J1 98 7年

稲本志良『日本農業の新段階における担い手と農業経営発展の方向(第 1編) ~ 

京都府農業会議農政研究資料第 88-59号 198 9年

江島ー抗告「零細分散錯岡制と農業経営規模鉱大論」 特別研究 f営農主体」研究資料

第 2号農林水産省農業研究センター農業計画部 ・経営管理部 1985年

生源寺真一『農地の経済分析J 1 9 9 0年

梶井功編著『農場制農業の研究J 1 99 0年

大内 力『農業の基本的価値J 1 9 90年

加古敏之『稲作の発展過程と国際化対応~ 1 9 9 2年

no 



-水田作の踊場分散問題に関する実狂的研究として

辻 雅男「零細園場分散と闘場利用秩序J W農業経営研究』 第 22巻 第 1号

1 984年

樋口貞三「水田作経営の規模問題J W農業経営研究』 第 22巻 第3号 198 5年

樋口貞三「稲作における規模鉱大の可能性と問題点J W農業と経済』第 51巻第 9号

1 985年

倉本録征 『水田農業の発展条件~ 1 9 8 8年

長 憲次 『水田利用方式の展開過程J 1 988年

士官淵隆一他 f大規模稲作農家の技術と経営」農業研究センター研究資料 第 17号

1 989年

梅本雅「大規模水田作経営の展開方向J W農業経営研究』 第 31巻 第 2号

1 9 93年

・水田臨場整備による労働生産性・土地生産性の変化に関する研究として

桜井霊平「園場整備と稲作の機械化J W農業経営研究』 第 2号 1964年

玉減 哲 ・永田恵十郎『水田の基盤整備J (日本の農業 55) 1968年

久守藤男「水田における圃渇整備と労働能率に関する考察J r農林業問題研究』

第4巻第2号 1968年

工藤寿郎「水田基盤の整備状況と望ましい区画規模J r農業と経済』第 48巻4号

1 98 2年

加藤 議編著『水図利用再編と土地改良~ 1 984年

土屋圭造「稲作の規模鉱大と基盤盤備事業J F長期金融』 第 65号 198 5年

宇野忠義『現代稲作の生産力構造.J (農業総合研究所研究叢書 109号) 1 98 9年

矢尾板日出臣「大区画型車備回の投資分析J F農林業問題研究~ 98号 19 9 0年

竹谷裕之「水回農業再編の土地改良論的考察」永田恵十郎編著『水田農業の総合的再

編』第 2章第4節 1 994年
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多移 1 君主 医雪元号~呈イ牛とイ乍主業主白色弓豆

第 1節 闘場区画の大きさ及び形状が機械化作業の能率に及ぼす影響

1.目的

生産コストの削減につながるぜ術効率向上の一方途として作業釘術の改善を考えるとき，

困場と機械の関係を能率の観点から再検討する必要があろう。たとえば，一定の作業機減

からみて区画面積が大きくなるにつれてどの程度作業能率が改善されるか、現存もしくは

将来の技術水準の作業機械に対してそれが本来有する能力を十分に発揮させるにはどのよ

うな区画をもった圃揚がふさわしし、かといった問題が明らかにされなければならない。区

画面積に応じた機械化作業の時間の推定では、遠藤らりによる既存の試算式による推定結

果がある。だが、現在では機械が旧式になったのと、その式で想定しているロスタイムの

発生要因のほかにも無視できない要因があると考えられるので、試算式自体の改善と現行

市販後械による農作業の時間要素の計測に基づいた推定が求められる.

本節では，矩形区画(長方形区画)における面積の室長異及び長短辺比の差異が機械化さ

れた農作業の能率に及ぼす影響の推定方法を改善し、機械の大きさ別に区画面積に応じて

作業能率がどう変化するかを定量的に解明した。対象とする作業の種類には，米表作にお

いて一般に機械を用いて行われる法幹作業のうちから，ロー夕日をアタッチメントとした

乗用トラクタによる耕転作業をとりあげた。

2.方 法

観察の対象としては，機械操作の熟練程度や要求される作業精度などによって作業時間

が違う事情2)を考I意して，経験を積んだ農家のオペレータによって笑際の営股上なされた

農作業を選んだ。その作業を行った農家は，米表作を中心に 10ha程度作付し，収穫等の

作業受託も引き受けている農家である。

悶場作業時間の試算式の作成に当たっては，遠藤らによる既存の試算式をもとに，作業

の観察 ・計測の結果を勘案し，緩沿いの低速化等を考慮できるように改良した。
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3.結果及び考察

1) 図場作業時間の試算式

a) トラクタによる耕転作業

観察の対象としたトラクタによる耕転作業は， 1989年 3月に茨城県新治村の南西部で，

水稲作の春作業の一部に当たる耕起作業(荒おこしの後の耕起・整地作業)として，面積

0.37ha，長短辺比 2.7の矩形回場において，作業幅1.8皿のセンタードライブのロータ

リを装着した 28psの乗用トラクタを 50才代男性の熟練したオベレータが操作して行われ

た。作業法は，往復作業一連接法， Q字型旋回であった(図1-1-1)。作業時間の内訳は

表1-1-1に示した。

訂・
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表 l十I水田耕伝作業のタイムスタディ

作 作業年月日 1989年3月 22臼・・調査地 民城県新治村

作業 荒お ζ しの次の砕土作業(非湛水状態)稲作作業の一部

業・圃 場 整形水田 100 m x 37 m (昭和40年代後半に基盤整備)

条 -段械 トラクタ(28 ps ) +ロータリ(作業幅 180cm・センタードライフ)

作業員 オベレータ 1人(50歳代男性)繍助作業者なし
件 天候 曇り やや強風

区 分 ，内容 時間(分) 備 考

圃 往復作業 34.5 往復作業ICあぜ沿いを除く
t 実作業 往復作業平均透度 0.88m/s 

場
.時間 枕 地 作 業 7.8 往復作業有効幅 1.7m 

-あぜ沿い作業速度減率 2:!IJ 

内
(小計) (42.3 ) あぜ沿い作業有効幅1.5m

往復の旋回 4.1 -往復旋回回数 19 
{下 同平均時間 13 s 

tb 旋回 ・後退 枕地の空走 2.7 困場の角ICくる回数 B 

業 時間 角の平均空走時間 20 s 
(小 E十) (6.8 ) 

時 機織の調笠 0.5 h はおよその時間
t，その他 (ストップウォッチ用いず)

間 休 止 0.5 休止は困場のゴミひろい

T 総 E十 50 

作 R:実作業の割合 (t./Tt)=85% 
業 C:回場作業量 (s/Tt) = 0.44 ha/h 
能 E 有効作業効率 (C/C，) = 80S事
率 ただし. C， =0.36・V.w= 0.36 xO.9x 1.7 = 0.55 ha/hとする

この作業に去づいて、乗用トラクタによるロータリ耕の困場作業時間の試算式を次式の

ように措定した。

(x-2w) (yー 2w) x yー (xー 2w) (yー 2w)
t= + 

v、1{ kvw 

+ [こ721)tz+4ntz (1-1) 

ただし，X， Yはそれぞれ矩形困場の短辺，長辺の長さ， vは有効作業速度， wは有効

作業中富， kは陸沿いの作業速度の有効作業速度に対する比率， t，は往復作業の平均旋回時

間 t.はf酒場の角の枕地作業における平均旋回 ・後退時間， n は枕地処理のために圃場の

一つの角に立寄る回数である。
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(1-1)式の右辺第1項と第2項の和は機械が笑際に作業を行っている時間(以下，実克b図

場作業時間とよぶ)を表し，買D項と第4項の和は旋回・後退等の空走時間を表す. (ト1)

式にはg;g走以外のロス・タイムである機械の調整や休止等の時間は含んでいない.

なお、遠藤らによる既存の試算式は、(ト1)式においてk=lという特殊なケースになる.

2) 観E異例の作業機での作業時間推定

a) 区画の面積あるいは長短辺比が独立に変化したときの悶場作業盆への影響

(i) 長短辺比一定で区画面積が変化する場合

(1-1)式にx，y以外は観察抑ijのパラメータの値を臥した (v=0.9皿 /5，W=l. 

7m， tl=135， t2=205， k=0.8， n=2). 

長短辺比A(=x/y)を3に固定したまま区商面積S (=x' y)を変化させるように x，

yを絞定することにより，悶場作業量Cの変化をCの減殺要因の構成比とともに示したの

が，図ト1-2である.区画面積の滑加に対する町場作業量の滑加率ムC/ムS は正であ

るが，大区画化に伴ってムC/6Sは減少することがわかる.たとえば，区画面積がO.

05haまたは 0.50haから 0.10haだけ増加したとき，岡場作業量は，それぞれ， 9.5a/h， 

0.70a/hだけ滑加する.区画面積の湘加率に対する悶場作業量の翁加率の比率6・(=L1Q

/Q) / (L1S/S) )を考える.区画面積が 0.05haまたは 0.5haから10%治加したとき

で計算すれば，比率6・は，それぞれ 0.30，0.079になる.

0.70 
0.70 

0.% 0.4 o.ao ・ 1.0
E 箇 耐f 剛(..，

図1+2.ータ 'JInにおげるE画面債と圃嶋作農昼の
凶保

住 "28例ト'"・ 帽1.8聞の・ータ.，によ
る

幻 C‘q あぜ崎いの温度眼下による.，

C;-C;:lU.'得の"，.....の""による・ x
c，、C，:~区到の角での皆同.，食温帯の2'佐

に.t. ðo~

1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 

長魁辺比

1.0 
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Ii!: 0・
幽 0.7

面 0.61 ・F"
0.51 '5 

，~ 
0.' 

h・0.3
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0.11 35 
，3D 

0'--
1 2 3 4 5 6 1 ~ 

長短辺比

C
 

初

お
0

・

8
思

《

h
ノ
h

同
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作 0.50'C，-ー二二二工二二二二=ア」こ」

1- _~~-~-~-------------， IC， 
11 0柑 Ic

R 0.30 

0.10 
有鋤f帆..

-ーーーー陶'"乍101正

h. 0.20 

{ 0.101 制作農且
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図H.3ロータ 'III!に必ける区画の毘垣辺比と田明作 図州事距E区画に必けるロータリII!の岡崎作量量
車量の関眠

法1)28凹"タタと鍋1.8mの0-''Jによ
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(ii) 区画面積一定で長短辺比が変化する場合

(1-1)式に上記のパラメータの値を用いて，区画面積Sを 0.3haに固定したまま長短辺

比A (= y/x)のみ変化させたときの圃場作業量Cとその減殺要因の構成比の変化をみた

のが図1-ト3である。図からは，長短辺比の士智大に対して，園場作業量の増加率が正(ム

C/ムA>O)であり，その増加率が減少していることがわかる。 30ps級トラクタによる

彩権作業では，長短辺比が 1または4から 1単位だけ増加したとき，回場作業量は，それ

ぞれ.2. 1a/h. O. 32a/hだけ憎加する。長短辺比の一定の士自力日率に対する困場作業量の増

加率の比率 OA (= (.L!Q/Q) / (.L!A/ A) を，長短辺比が 1または4から 10%綱方目し

たときで計算すれば，耕転作業では，それぞれ. 0.077. 0.032になる。比率 OA は、比

率 O，よりかなり小さい。

b) 区画面積及び長短辺比が同時に変化したときの回場作業量への影響

(i) 悶場作業量の変化

30馬カ級のトラクタによる耕転作業について，任意の区画面積及び長短辺比の組合わせ

のときの回場作業盆(作業能率)を表すために，前述の回場作業時間モデルに観察例のパ

ラメータの値を代入し，等しい園場作業量をもっ区画面積と長短辺比の組合わせを表す点

を結んでできる曲線である等作業量曲線を図1-1-4に示した。

図1-1-4から，次のような性質がよみとれる。第一に，等作業金曲線の傾きが曲線の左

上方になるにつれて絶対値で大きくなっていることである。これは次のように理解できる。

曲線の傾き ηは dS/dAである。 一方，間場作業量Cは区画面積S.長短辺比Aの関数

であり，問題とする範囲で微分可能であるとする。その全微分をとり，等悶場作業盆曲線

上でCが増減しないことを考えれば，

ac ac 
dC=一一一 dS+一一一 dA=O (1-3) 

as aA 
したがって，曲線の傾き ηは，

dS ac ac 
可=一一=一 一一 / 一一 (1-4) 

dA aA as 
である。 a)の計算例からわかるように，相対的にAが小さい図の左方になるにつれて.(1

-4)の右辺の分子にあたるムC/ムA が大きくなり，また，相対的にSが大きい図の上方

になるにつれて. (1-4)の右辺の分母にあたるムc/d.S が小さくなるから，等作業量曲

線の傾きは曲線の左上方になるにつれて絶対値で大きくなるであるのである。

第二の性質は，より高い作業能率の等個場作業量曲線に移るにつれて闘場作業全Cのー
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定量の増加を表す曲線の関隔が拡大していることである。これは， a)でみたように.区画

面積Sまたは長短互比Aの場加につれてムC/ムS またはムC/f::"A が減少するために

ー単位の回場作業量Cの増加に必要な区画面積S及び長短辺比Aの増加量が大きくなるか

らである。

(ii) 区画改変の作業能率上の効果

シミュレーションから得られた等困場作業量曲線がもっ性質から以下のような実用上の

知見が得られる。

まず，たとえば，長辺 100m，短辺 30mの標準的な矩形区画(図ト1-4のF，，)の長

辺のみを 2倍にした場合 (F21) と短辺のみを 2倍にした場合 (F，2) を考えよう。 F"

から F21は区画の短辺を一定にして長辺のみを延長するケースである。この x一定のケー

スでは， 5/A=xy (y/X) =X
2
となるから，5/A一定である。よって図においては，

SとAの組合わせの点が原点を通る半直線上を原点から遠ざかる向きに移動するものとし

て表現される。 Fllから F12は.区画の長辺を一定にして短辺のみを (α倍に)延長する

ケースである。この y一定のケースでは， 5A=x y・ (y/x) =y2となるから， 5A  

一定である。よって図においては 5とAの組合わせの点が直角双曲線上を左上方に移動

するものとして表現される(ただし，x <y)。両図からは， Fllから F12よりも， Fll 

から F21の方が回場作業量の向上の効果は高くなること，図の左上方の等作業窓曲線が直

角双曲線に近川頃きをもっているから，畦ぬき等による鑑互のみの延長による区画の改変

は機械化された作業の能率を高める効果をわずかしかもたないことがわかる。

次に作業能率を最も高める区画の改変を考えよう。任意の区画 (Ao，50)からより高

い等闘場作業量曲線に最短距隊で移るためには，区画 (Ao，50)を通る曲線の傾きに対

して垂直の方向で，且つ原点から遠ざかるような向きに動けばよい。その時の傾きをC・と

すれば

'.=-1/η 

である。(1-4)式を変形すれば，

(1-5) 

OA 5 
η= 一一一一 ・一一一一

o s A 
であるから，区画 (Ao，50)における("は，

(1-6) 

o s Ao ，. =一 ・ (1-7) 
OA 5。

となる。 F"の区画 (3.3，0.3)における C・は，近似計算で耕転作業では31である。
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3) 異なるクラスの作業機を含む比較

a) 区画の面積あるいは長短辺比が狙立に変化したときの困場作業量への影響

(i) 長短辺比一定で区画面積が変化する場合

(1-1)式において， トラクタのクラス別に有効作業幅曲を1.2m， 1. 8m， 2.4mと設定す

る他はその他のパラメータは上記の数値を用い，長短辺比Aを3に固定したまま区画面積

のみを変化させたときのロータリ耕の闘場作業量の変化を図1-1-5に示した。なお，作業

憾については大きし、順にWL，W"" Wsと表すものとする。

図ト1-5において，両作業ともに，機械が大型化すれば困場作業量Cが大きくなるばか

りでなく，同一区画面積のときのムC/.6.S が大きくなることがよみとれる。区画面積が

0.05haまたは 0.5haから 10%増になったときのosを求めると，作業幅1.2mでは，

それぞれ， O. 174， 0.068，幅1.8mでは，それぞれ， 0.212， 0.081，幅 2.4mでは，そ

れぞれ， 0.245， O. 093となる。したがって通常の作業幅の範囲では，作業幅をn倍にすすも

ばosはおおむね 0.7n倍になることがわかる。

(ii)区画面積一定で長短辺比が変化する場合

図1-1-6は，それぞれ(1-1)式に， X， Y 以外は図1-1- 5 と同様のパラメータを設定~

区函面積Sを 0.3haに固定したまま長短辺比A (=y/x)のみ変化させたときに得られ

る各クラスの作業機に応じた園場作業量Cをプロットしたものである。

この図からはムC/ムA の変化が小さし、ことがよみとれる。長短砂防qまたは4から

10%増加したときの ôを求めると，作業幅1.2皿では，それぞれ， O. 078， 0.035，幅1.

8mでは，それぞれ， 0.076， 0.031，幅 2.4mでは，それぞれ， 0.074， 0.027となる。

機械の大型化によって作業幅が大きくなれば若干 OalS低下する。

0.70 0.70 
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への影響

b) 区画の面積及び長短互比が同時に変化したときの闘場作業量あるいは有効作業効率

(i) 闘場作業量の変化

図1-1-7において， C";WL=CM/W" =CS/WSとなるように等困場作業量曲線G"

G2， G，をとった。曲線G2とC;d土，ここで比較する 3つの作業幅のうちのWv.の場合と，

その作業幅を 4/3倍に大きくしたWLの場合の困場作業量の等しい水準を示す区画面積と

長短互比の組合わせの砂時を表している。明らかに曲線G・は曲線G2よりかなり下方に位

置している.したがって.作業能率の上で劣等な区画に対して，より作業幅の大きい大型

の機械で作業能率低下を補うことは可能である.しかしながら，園場作業量は作業幅の拡

張と同寧には大きくならなし、から，曲線Gl，G2. G3を比較すれば.その順に曲線はより

上方へとシフ トする(区画が小さいほど、また、長短酢凶2小さいほど、機械の大型化に

よって単位作業幅当たりの能率は低下するので、単位作業幅当たりの能率を落とさないよ

うにするには、区画を大きくするか長短辺比を大きくするしかない)。

(ii) 有効作業効率の変化

耕転作業と収穫作業におけるそれぞれ3つの作業機のクラスについて， 75%の有効作業

効率をもっ区画の面積及び長短辺比の組合わせの点を結んだ等有効作業効率曲線を図1-1-

Bに示した.トラクタ耕転作業は，機械のクラスが大きくなるにつれて、本来の能力に近

い性能を引出すために、区画を大きくするか長短辺比を大きくするしかない。 WL，Wv.1こ

なると標準的な闘場基盤整備の区画(図1-1-8 中のE)においてすら有効作業効率が 75

%をきってしまう。
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4. 摘要

トラクタ耕転作業について矩形区画における面積及び長短辺比の差異が機械化された農

作業の能率に及ぼす影響を定量的に解明した。1.8m幅のロータリを装着した 28馬力ト

ラクタを使つての実際の営農での作業観察に基づいて圃場内作業時間のモデルとなる計算

式(陛沿いの低速化考慮)を作成し，区画の面積S，長短E比A，機械の作業幡Wの設定

を変えて能率を試算した。

観察ffuでの試算から次の結果を得た。 Sのみが 0.05haから10%だけ増加するとき， s 

の土留加率に対する園場作業量の増加率の比率Iisは0.30であった。また， Aのみが1.0か

ら 10%だけ治加するとき， Aの増加率に対する園場作業量の士首加率の比率OAは，耕転

作業では0.077であった。等園場作業:lii曲線をプロットしてSとAが同時に変化するときを

検討したところ，標準区画(100mX30m)の長辺の畦畔抜きをしてもほとんど能率向上

を望めないこと等の計算結果がえられた。

機械の大きさを変えた場合，機械が大型化してWが増加すれば，両作業ともにIisは増大，

hは微減すること，また，標準区画での有効作業効率はトラクタは大型(有効作業中冨 2.

4m)になると 75%を割り込むこと等の計算結果が得られた。

引用文献

1) 田口義弘(1988) 土地利用型農業の現状分析と普及活動。岐阜県西南浪農業改良普

及所。 262pp

2) 遠藤俊三・宮沢福治・小中俊雄・橋本寛祐(1968) 圃場作業量の表示法の策定に関

する研究。農事試験場研究報告， 12: 69-104 

3) 農作業試験法編集委員会〔編J (1987) 戯作業試験法。農業技術協会， 17-20 (267 

pp) 
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第2節 水田機械化作業の作業能率に対する区画面積および園揚配置の影響

1.課題と方法

稲作を基幹とする水回作の経営展開を図る際、単収増加や品質向上のかたちをとる単位

面積当たり粗収益を増大させる方策は通常すぐに限界に遣するから、まずなによりも経営

面積(ファーム ・サイズ)の舷大が実現されなくてはならない。経営面積の鉱大は、単に

粗収益が大きくなるだけでなく、現有の機械 ・施設の稼働率が上がり固定費削減の効果を

生むか、または、より大型の機械・施設への更新によってさらに大きな費用削減の効果を

生む可能性がひらかれるかのメリットがあり、いずれにせよ、低コスト化による収益性の

向上を期待できる。しかしながら、経営面積の拡大といっても農地がただ量的に確保され

ればいいというわけではない。零細で岡場分散が著しい農地を経営資源に取り入れても、

作業能串が低下して、本来発生するはずの機械の稼働率向上のメリットや大型機械設備導

入のメリットは発現しにくくなる。加えて、ときとして、管理条約皮の水準も低下して単

収低下をもたらすこともある。すなわち、水回作の規模拡大では、繰り返し言われている

ことではあるが、量だけでなく一定の質をもった農地、特に面的に集積された農地の獲得

が望まれるわけである。

農家関の地縁的関係を基礎にしつつも経済的利益を追求する機能集団である地域営農集

団では、集第ないし地縁的関係が及ぶ限られた地域において、土地資源の獲得の際に面的

な集積が可能となる場合がある。地域営燥集団が地域ぐるみで農地の利用調整を行う場合、

たとえ農地が所有面では零細分散錯闘f別であるとしても利用面では闘場を団地化したうえ

で効率的な利用が達成可能である。事実、そうした利用を達成した事例が各地に少なから

ず見られるのである。ところが、個別経営や一部有志の農家が参加する生産*~(共同機

械利用組織 ・作業受託組織等)では、農地の利用調整をしようとしても、個別に行わなけ

ればならず、独力で函的な集積を図ることは非常に困難である。というのも隣接地の既存

の耕作者や所有者との交渉において非金銭的な部分も含めた取引費用がきわめて大きかっ

たりするからである。個別の規模拡大では、農地所有の上での零細分散錯悶制が土地利用

の上でも動かしがたい前提となってしまい、不利な悶場条件での農地集積を甘受せざるを

えない状況が広範にみられる。このように、個別経営にとっては、農地の零細闘場分散は

規模鉱大の過程にあたって事実上不可避的な与件制約にならざるをえない。ところが、地
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域営農集団では、その与件を内部化して変革し、関場の集合化(定義は序章参照)によっ

て園場分散を克服した耕地形態での土地利用を実現する展望がひらかれていると言える。

圃場の集合化によるメリットは機械化された農作業における作業効率の向上にとどまら

ず、』巴培管理・水管理等の管理作業の容易さ、水田を畑に転換した場合における地下水位

のコントロールの実現等が指摘されている。本節では、そのメリットの中心にあると考え

られる機械化作業の作業能率の向上効果をとりあげ、その定量的評価を試みた。その際、

作業の穏類や使用する機械の大きさ等の差異によって、園場条件の改善による作業能率の

向上の程度は異なってくるが、ここでは自脱コンパインを用いた場合の米麦作の収穫作業

を主たる分析対象としてとりあげた。対象の選定あたっては、収穫作業が経営規模や収益

性に大きな影響を与える農繁期作業の一つであり、今日ではこの作業の大半がコンパイン

によって機械化されている事情を考慮した。また、作業能率の程度は悶場の集合化の具体

的内容に応じて違ってくるが、ここでは、作業能率試算の目安とするために、現場の土地

利用のとりくみを論理的に抽象し、作業効率に量的な格差が歴然と生じるようなとりくみ

方の質的な相違に応じて類型的な段階差を設定して分析した。作業能率の定量的評価にあ

たっては、経営工学 (lndustrialEngeneering)や作業研究の方法を導入した。すなわち、

標準時間として作業時間を再構成したうえで、実際の農作業の観察と作業時間の実測(タ

イム・スタディ)に丞づいた作業時間の昔明式を用いて作業時間を推定(シミュレーショ

ン)する手法を採用した。

2.集合的土地利用の諸段階リ

地域営農集団等による園場の団地化・近接化 ・統合化の取り組みにはさまざまな形態が

みられる。そのため、取り組みの具体的内容の違いに応じて作業効事上のメリットの現れ

方も多様で一概には論じられない。そこで、作業効率上のメリットを試算する前提として

『集合的土地利用Jの概念を導入し、問題とする土地利用の内容を整理しておく。

集合的土地利用とは、営農主体からみて、 fJi基地片」を「集合化」して利用することを

いう(通常の『団地的土地利用」概念を拡張した机念である)。ここでいう農地片とは、

畦畔や農道で区切られた土地利用上の最小法本単位である農地をさしており、水田であれ

ば畦畔で固まれた闘場区画にあたる。普通、 「枚Jで数えられる土地利用の基本単位と一

致している。所有の基本単位である『筆」とも一致していることも少なくないが、 2筆 1

枚のように土地利用の基本単位と土地所有の若本単位が常に一致しているとは限らない。
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ここでの「集合化」は、農地の利用主体からみて複数の農地片が分散して記置される状態

から、理想的には相互に隣接するようにー箇所に配置される状態への変化、さらに、枚数

を減らすための隣接する農地片の併合をいう(序章参照)。集合化を進めて、単一の経営

体が有する開場団地の数を減らして一つの団地だけをもつようになれば典型的な農場制 2)

となる。さらに単一の団地とする範囲が集務の農地の範囲と一致し、なおかつ単一の土地

利用主体がその団地を利用すれば典型的な集落炭場制となる。

集合的土地利用の対極にある枕念を借定すればそれは分散的土地利用である。実際には

個別経営が規模拡大を進める過程で団地化・近接化 ・統合化は大きな稼屈とされるものの、

実現されることなく分散的土地利用にとどまることが多い。しかし、なるべくでも経営す

る耕地が相互に近くにある方が望ましいから、経営主体としてはできるかぎり農地片を近

づけようとして借地したり土地を購入したりする(場合によっては交換耕作も行う)。そ

の結果、完全な団地化まではし、かないが、完全にランダムに分散配置することなく、半日

ないし一日のうちに作業できる範囲で、農地片が相互に接近するようなまとまりになって

いることが少なくない。そのような接近した複数の燥地片によって構成され、最小単位の

区画より大きな面積の作業単位を形成している農地の集合体を、ここでは「準団地Jと呼

ぶことにする。現実の水回作の大規模経営で多く見られるのは、この準団地を複数有した

分散的土地利用である。

集合的土地利用の具体的内容の特質なり概要を整理する視点を定めるために、そうした

土地利用のあり方が要青青される背景について触れておこう。背景の第ーにあげなければな

らないことは、与件としての農地所有の零細分散錯闘形態である。日本では農地の所有単

位が零細で分散していることが多いが利用面でも所有に規定されて農地片が零細・分散に

なりやすい。零細困場分散の重大な問題点は周知の通り作業能率の低下等の生産性の低下

である。作業能率の低下傾は良作業が機械化されているかどうか、機械化されているとき

の機械の大きさや機械化されている作業の種類がどうなっているかによって遣っているが、

この点こそ次にあげるべき問題と関わっている。すなわち、第二の背長として、近年水田

作において規模拡大とともに機械化作業体系の高度化が進行していることがあげられる。

従来の機械の大型化 ・高速化が図られたり、条数の多い乗用田植機や汎用コンパインのよ

うなより高度な機械が現れたりした結果、新しい機械化作業体系を受け入れた経営では作

業能率が高まり労働時間が大幅に減少している。ただし、 このような機械化作業体系の高

度化は、後で分析するように、 小区画で分散しているような岡場条件が劣悪な場合は作業
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効率が押さえこまれてしまう。このように近年の新たな機械化の段階が零細岡場分散に変

わる新たな農地利用形態を要請しているのである。

現実の多様な集合的土地利用のとりくみには作業能率に及ぼす効果の大きさに従って較

差を認めることができるはずであり、そのなかで歴然とした能率較差をもたらすような取

り組み方の質的な相違があれば、それに応じて集合的土地利用に段階を設けることができ

ょう。ここでは、営農現場の実態の観察から集合的土地利用のなかに歴然とした作業能率

較差をもった取り組み方の相違に応じて、次にあげる「低次Jと「高次」の二つの段階を

措定することが望ましいと考える。

低次の集合的土地利用:

零細分散岡揚を個別に利用するのではなく、所有者の差異に係わらず農地を面的に集積

団地化して利用する形態であるが、団地全体としての利用は一部の作業穏類・領域に限ら

れている(共同防除を行う品種別団地設定等)。団地全体の土地利用の意志決定が単一の

営農主体に統一されておらず、基本的に個々の農地の所有者(もしくは耕作権を持つ者)

の裁量権が大きい。団地化されることにより悶場分散はその限りで克服されるが、団地全

体が土地利用の基本単位になっておらず、土地利用の基本単位である区画が所有者}i1Jの農

地片の大きさにとどまるために、闘場の零細性(区画の狭小性)は克服されない。土地の

利用が所有の制約から十分に自立しきれていない段階である。この段階は、次の段階への

過渡的段階であるとみなせるが、集合的土地利用では実態上一番多いタイプであると思わ

れる。

高次の集合的土地利用:

交換耕作等のなんらかの手段を通じて、連担団地化した圃場を単一の営農主体が自らの

意志決定の下で利用する。土地の利用単位が所有単位から完全に自立する。土地利用の基

本単位となる区画は経済目標と結びついた技術的合理性に即して営農主体の側が土地所有

の単位に関係なく自由に設定する(元来の所有区画が狭小ならば区画を拡大する)。した

がって団地化した範囲では、圃場分散が克服されるだけでなく、間場の零細性(区画の狭

小性)も克服される(ただし、この段階でも、一つの経営体の農地が複数の相互に分散し

た団地になっているケースがありうる。この段階のなかでの最高の皮術効務をもつのは経

営内の団地がー箇所にある典型的な皮場制である)。
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以下では分散的土地利用を「段階 Ij、低次の集合的土地利用を「段階llj 、高次の集

合的土地利用を「段階illj と呼ぶことにする。これらの各段階の特徴は、表1-2-1と図ト

2-1にまとめておいた。

図1-2-1 闘場の集合化に関する土地利用の3段階(枕念図)

E E 

口 口 正日正ヨ
口口

口

N校 N箇所 N技 l箇所 l校 l由所

分散的土地利用 集合的土地利用

地片的利用 一体的利用

表1-2-1 図揚の集合化に閲する土地利用の段階区分と各段階の特徴

殴 階

E 田

開よる臨化
x 。 。

m位の自立 x A 。
〈分附包土地帯開〉 〈低次の畢昔前土地串開〉 零〈沼高次・の分集散合のBm2土1i.地申開〉

零細分総部品を官拐l伊関. 郵船う散の克服.
土地F聞の単位となる臨場 所有者の差異にか合寸コらず 土地の宇閥単位JJc，者有単位

の限定が土地所有精 [ある 康上位を面的に集積した匠政 から完全に自立.団地化し

いは鱗作権)の枠内に限定 として甲l用する形感があら た邸晶を単一申宮良主体が

脱 明 される. われる.ただい匠総とし 自らのま思決定の下で申開
ての申開は一部の作車種類 する.土地;fJ周の基本単位

作自に隈られる.土地串周 となる区画は涯傍割津阪上

の唱E曹~定は個々の息地所 と結びつく信仰守合理性に

有者(あるいは麟作権を持 即して世良主体即防e自由に

つ者)にゆだねられる. 訟定する.

← 
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ここでの段階I-mは、乱念的に設定した枕念であるから、営農現場での個別経営なり

営農集団なりの実践がそのままそれぞれの段階に画然と判別できるわけではない。とはい

え、各段階を明確に分かつ特徴がないわけではない。実際の事例をもとに考えよう。

茨城県南部の利根川下流地域にある東村の S祭事喜では1984年から集落内に約40haの団地

化した輪作田を設定し、基本的に 2-3年毎に20haずつ岡と畑を輪換させて稲、表、大豆

を中心としてブロッコリー等の野菜を一部に加えた作付体系のもとで水田作を展開してい

る。転作対応が契機になっているとはいえ、痛み分けのかたちで転作団地を毎年移動した

り、悶場内の最劣等地に転作団地を固定したりするような消極的な転作対応ではなく、田

畑輪換による筏術上のメリットを狙った積極的な転作対応であるといえる.約40haの輪作

田は構成員7名の担い手層が中心となっている rs生産組合」がほぼ一元的に利用してい

る.土地利用調整の方は、集落ぐるみの rs営農組合J (直接に生産は行わない土地管理

組合)が担当しており、 S集蒋の地域営農集団は重層的な構造をもっている。生産組合で

は60psトラクターや汎用コンパインを導入しており、我が国では相対的に大型の機減化作

業体系となっている。このようにS生産組合では40haの輪作田に限ってであるが、大型機

械化作業体系に結びついた団地的土地利用を実現しているわけである。その土地利用の内

容を詳しくみると、作物や作業の種類によって異なった段階がみられる。

輪作田の輸換畑における転作作物である大変 ・小麦・大豆についてみれば、生酪且合が

一貫して全作業を実施し、作目 ・品種の選択等の意志決定がおおむね生酪且合にゆだねら

れている。表大豆の作付地は所有者が別でも畦畔が除かれ、もともと 1区画10aのところ

を一部に 360mX54皿の大画闘場にするような土地基銭形成がなされ、機械化作業が高能

率で実施されている。そこでは土地所有は零細分散であっても、土地の利用では団地化さ

れているうえに所有の境でもある睦畔を除いており、しかも単一の営農主体(rs生産組

合J)によって行われている。このように転作作物の作付け地についてみれば、高次の集

合的土地利用の段階に達しているといえる。

ところが稲作では事情が異なっている。団地化された輪作田における稲作は、収穫や耕

起の作業は生酪且合が担当しているが、田植えとE巴精管理等の管理作業は生酪且合の個々

の構成員が自分の土地についてだけ狙自に行っている。田植機は個人所有のものを使って

おり、作付する品種も別々で統一されていない。当然生産組合の汎用コンパインを用いた

収穫作業のときにも収積物がプールされずに、所有地別に収穫 ・乾燥されている。つまり、

水稲の作付地では収穫等の基幹作業の一定部分が団地的に利用されているが、所有の単位

-22 -



である10aの区画を超えた利用単位が全面的に設定されていない。このように稲作作付地

についてみれば、低次の集合的土地利用の段階にあるといえる。つまり 、S生産組合では、

団地化した輸作田を全体としてみれば、部分的に段階Eに達しているが、その段階はすべ

ての作目におよばない。

以上の事例では、集合的土地利用の段階を区分する具体的なメルクマールとして、隣接

する農地所有者の異同にかかわらない畦畔除去ならびに収穫物(籾)プールの有無があげ

られる。一般にもこれらのメルクマールは段階HとEを分かつ取り組みの典型例であると

考えてもよいだろう。ただし、実際にはE基地の利用単位が所有単位から自立する程度に応

じて段階EとEのいずれにも分類しがたい中間的な穏々の段階もありうるだろう。

3.闘場条件と作業能率

1 )区画の大きさ違いによる作業能皐への影響

ここでとりあげる収穫作業の作業時間の推定にあたっては、農作業のタイム ・スタディ

にもとづいて作業時間を標準化し、そのうえで悶場条件に応じて数学的モデノレにより時間

を推定することとした剖。この方法は、今世紀初頭のアメリカ合衆国における F 'W ・テ

ーラーの作業時間研究叫に端を発する作業研究の方法である。ただし、回場条件について

は、闘場区画の大きさや形状の遠いによる闘場内の要因と、農地片(区画)聞の距離や回

場団地(あるいは準団地)から農家までの距難の遠いによる国場外の要因とは区別されな

ければならないから、以下ではそれぞれ別々に検討することとする。

機械化作業では闘場での機械の稼働パターンは定型化されている。純粋の手作業では熟

練が高度になってからようやく作業の定型化が能率の高い作業法の選択とともに始まる。

ところが、機械化作業では機械のオベレーターの熟練の程度が低い場合でもいくつかの作

業パターンのうちのどれかをとるようになる。

図1-2-2は一つの闘場区画内におけるコンバインによる収穫作業の作業法(作業経路)

の模式図を表している。刈取りの動線が矢印付実線で、旋回や後退等の空定が点線で示さ

れているe この図から明らかなようにオベレーターによるコンパインの操作は非常に規則

的な動きをみせている。

この模式図は、稲変の収穫作業の実例に基づいており、若干修正を加えただけである。

実際には岡揚が完全な長方形でないためやオベレーターの操作の都合で模式図のように動

線が完全な平行線ではなく歪んでいたりするために、最後のところで長いテーパー状の立

na
 

n
，a
 



毛の稲去の列を刈り取ったり、あるいは、四隅の切り返しでの曲がり角を三角形に刈り取

る作業の回数が四隅の位置によっては対照的になっていなかったりしている。しかしなが

ら、大きな修正を加えなくても模式図とほぼ同織の作業法が複数のオベレーターで複数の

園場について繰り返し観察される。コンパインによる収穫作業の作業法には、観察例以外

にも、回り刈りの後往復刈りに移るが観察例とちがって四隅を手刈りするものや、往復刈

りがなくて回り刈りだけのものが営幾現場では見られる。どのような作業法をとるにせよ、

作業法の定型化は、雑草が繁りすぎた一角があったり、排水不良で機械が入らない一角が

あったりするような問題が生じなし、かぎり、機械を普通に用いる場合必ず発生するもので

あると考えてよい。

図1-2-2 コンパイン収穫の作業法の模式図
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機械化作業における作業法の定型性を前提にするとき、作業時間の大きさは、作業時間

を規定する要因に対して規則的な関係におかれることになる。機械化作業というこの人工

的システムの規則的な行動は数式で記述することができる。たとえば、平坦部の水田にお

けるグレインタンク付のコンパインによる収穫作業時間 (Tc)は、図1-2-2のような作業

法を前提するとき近似的に次式で表すことができる。

Tc= [xy+m(x-2w) (y-2w)) /(1-m)VW+4ntl+ [(x-2nw)/w-1) t2 

+ [(Xyq)/g ) t3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1-7) 

ここで、 xとyは長方形の岡揚区画のそれぞれの短辺と長辺、 vは作業機(ここではコン

パイン)の有効作業速度、 wl土作業機の有効帽、 ml土畦畔沿いの作業時の速度低下率、 n

は回り刈りの回数、 qは単収、 g1:1:グレインタンクの有効容量、 t 1 は往復刈りの作業に

おける 1回の旋回時間、 t 2 は回り刈りのときの四隅の一角にきたときの切り返し等の空

走時間、 t 3 はコンパインから籾運搬車への 1図の籾排出時間である。このとき[1ー7)

式の右辺第 l項は作業機が空送せずに実質的に目的の作業をしている時間(実効作業時間)

を表し、以下、第2項は往復旋回の空走時間、第3項は回り作業時の方向転換に伴う空走

時間、第4項は問題とする回場でのトータノレの籾排出時間を表しているa

実際の作業では[1-7)式で想定していないその他の要因でロス・タイムが生じて作業

時間が膨らむことが普通である。その他の要因には機械の調整時間、作業途中のオベレー

ターの休惣等が主であるが、さらに雑草過多による作業時間の遅れ、籾運搬者の到着の遅

れによる手まち時間等さまざまな要因がある。よって[1-7)式では、園場の大きさや長

魁互比に規定される不可避的な空走と収穫物の岡場外への排出によるロス・タイムだけを

想定して、これら以外の休憩等のロス・タイムを一切無視した 1闘場の最低限の所要時間

として標準化した正味の作業時間が把握されていることに注意されたい。

[1-7)式によれば、区画面積 (xy)だけでなく区画の長短辺比 (y/x)が異なる場合の

作業時間の変化も明らかにできる。ここでは、区画の長短辺比を固定したままで区画面積

のみが増減したときの作業時間を[1-7)式に従って計算して作業能率の変化を試算して

みよう。

図ト2-3は、区画の大きさと作業能率の関係をコンパイン収穫について試算した結果で

ある。作業能事の指標としては単位時間あたりの処理面積である闘場作業量をとっている。

試算の前提として、 t 1 =255、 t 2=355、 t 3 =1805、n=3、m=0.2、 q= 500旬、

g = 400kgを設定したが、これらの要素作業の時間は実測値を参考にしている。

ro 
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図1-2-3からは、区画の大きさと作業能率との聞に興味深い次の関係が読み取れる。

①作業能率は区画が大きくなるにつれて増加するが、その増加率はだんだん小さくなる。

②作業速度が大きいほど、あるいは作業幅が大きいほど区画面積の増大に伴う作業能率

の湘加の程度は大きくなる。

③作業速度あるいは作業幅がより大きな機械ほど作業の能率の伸びの限界となる区画面

積が大きくなる(言い換えれば、より小型で遅い機械は小区画でも十分に本来の能力

を発揮できる)。

コンパイン収穫作業についでみられるところの上述の関係は、区画の大きさが機械の空

走によるロス ・タイムの大きさを規定していて、しかもその規定の仕方が機械の作業幅や

作業速度によって異なっているために生じる現象である(図1-2-3)。これと同様の関係

はトラクターによるロータリー耕転の場合等にもみられる。ロータリー耕転作業の場合は

収穫時のように籾の排出がないこと等によって、②と③の関係は一層顕著に表れる。

図1-2-3、図1-2-4から導かれることを一般化して言えば次のようになる。

足基業機械が小型で作業速度が低いときは、比較的小さな区画で機械が本来有する性能を

引き出すことができるが、反対に大型で性能が高いときは、小区画では十分に能力が発揮

できずに比較的大きな区画でないと本来有する性能を引き出せない。具体例でいえば1970

年代における初期の自脱型の 2条コンパインでは 100mX30mの30a標準区画で十分な性

能が発探できたが、 1980年代後半の刈幅が 2mを超え、自脱型よりもスピードがでる汎用

コンパインや6-8条で高速植ができるロータリー式乗用田楠機等では、すでに30a標準

区画では小さめとなっていて機械が本来持っている性能が十分に発鐸できなくなってきて

いるのである。未整備闘揚や旧来の10a区画悶場ではなおさらである。

図1-2-3IK盲目大きさと作量能率{コンパイン日置の11音}
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ここで示した①~③のような圃場の大きさと作業能率との関係は、機械化の段階によっ

て適応する望ましい圃場区画の大きさが異なることを意味している。しかもそれは年々大

区画化の傾向をもっていることは明らかである。ただしこのような傾向は手作業段階では

決して生じないことに注意されたい。なぜならば手作業では区画の大きさや形状が異なっ

ても枕地処理等の問題が生ぜず、ロスタイムの大きさが有意差と規則性を持って変化する

ことはないからである。

2)通作距隊の違いによる作業能率への影響

園場条件のうち困場配位による通作距雌が作業能率に及ぼす影響は、 トラクターによる

耕伝作業等では比較的単純である。 1日の作業可能時間から図場分散等に伴う回場外の作

業時間である移動時間の合計を差し引いた分だけが実際に実行可能な悶場内の作業時間と

なる。たとえば、もし l日に10時間作業可能で移動時間等が 3時間ならば闘場内の作業時

間は7時間となる。ところがコンパインによる収穫作業の場合は、通作時間が作業能率に

及ぼす影響は単純にはいかない。というのもコンパイン本体(オベレーターも含む)の移

動時間だけでなく、収穫物である籾速鍛の移動時間に加わり、しかも丙者は一致するとは

限らず、ときとして、籾運鍛で手間どるときにはコンパイン作業の側に手まち時間が発生

するからである。

このような複雑な収筏作業のシステムが通作時間に対してどのような反応を示すかにつ

いては、実際の収穫作業の観察にもとづいて 図1-2-5のようなモデルケースを想定して

例示的に作業時間構造の解明を試みた。これらのモデルケースは、グレインタンク付4条

コンパイン l台と小型ダンプ トラック l台にそれぞれ l人の作業員を毘して10a区画6枚

分の闘場において収穫作業を実施したときを想定している。困場と乾燥施設(兼皮業機械

舎)の距離による所要時間の泣いがどうなるかはPERT・CPMの手法を援用してみた。

そこでは (1-9)式と同様に正味の所要時間のみが問題とされている。図中、丸印(ノー

ド)の関の矢印(アロー)が作業の流れを表し、全体の所要時間を規制する作業の流れ

(クリテイカノレ ・パス)が太線となっている。園場と乾燥施設が近くて収穫物をプーノレす

る場合であるケース aと両者が遠くて問機にプールする場合であるケース bとを比較する

と、全体の所要時間を規定する作業の流れが異なっており、ケース bでは l回の籾輸送に

つき 17分の手待ち時間が発生していることがわかる。そのため両者の所要時間には、コン

パインによる l回の往復時間より生じる差である54分(=(30ー 3)x 2) よりもっと大き

な1時間45分もの差が生じている。
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収穫作業における通作時間と作業能率との閑の関係は複雑であるが、これを一定の機械

装備の下で関係を単純化すれば、収穫作業では耕転作業等の簡単な作業と違って、ロス・

タイム増加の程度は、通作距首位がある限界を過ぎると距敵の増加に比例する以上に大きく

なるのである。

なお、異なる所有者の区画の収穫物を区別せずに混ぜてしまう収穫物のプーノレの実施に

よる作業時間への影響についても触れておこう。乾燥施設までの距離が遠くて収穫物をプ

ールするケース bに対して、収穫物をプーノレしないが他の条件が同ーのケース b'では21

分の所要時間の遅れが出ている。この種の遅れはつねに生じるわけではなく園揚が近い時

には籾運搬に伴ってコンパインの側の手待ち時間が出ないから発生しない。反対に闘揚が

遠い時は、収穫物をプールしないことで一層ムダ時聞が大きくなることを意味している。

このことは、設定した団地が同一でも、収穫物をプールしない低次の集合的土地利用には、

作業能都の向上に限界があることを意味する。

4)闘場の集合化による作業能率向上効果

集合的土地利用を実現したときの作業能率面でのメリットを稲作および表作の収穫作業

についてシミュレートするために、あらかじめ収穫作業時間を推定する一般的な関係式

(試算式)を作成しておこう。それは図1-2-5に示した作業のネットワークにおける全体

の所要時間を規定する作業の流れ(クリテイカルパス)に沿った各作業の正味時間(やむ

をえざるロス ・タイムである手持ち時間を含む)の合計値として把握されるものである。

収穫物をプールする場合の収穫作業の所要時間は次式で示される。

T p =mod(N'K!R)・Ea+ (四d(Fp!2)ー 1)'max (2i1b+Eb-R-Mi. 0) 

+ N(K+ili) + 2Ma........................................ (1-8) 

ただし Fp=mod(N' K!R)、Rはグレインタンクが満杯になるまでの所要時間、 Nは園場の

枚数、 Kは移動・排出 ・手まちの時間をのぞいた純粋の収穫作業時間(実効作業時間)で

ある。その他の記号は図1-2-6の凡例を参照のこと。

収穫作業の所要時間は収穫物をプーノレしない場合は次式となる。

T n =N'mod(K!R)'Ea + (N'mod(Fn!2N)ー1)'max (却b+Eb-R-Mi. 0) 

+ N(K+Mi) + 2Ma........................................ (1-9) 
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ただし Fn=N.mod(K!R) {なお、回x( 3. 5) = 5 mod (4. 3) = 5である}

ここで(1-8)、(1-9)式に対して実態に即したデータを代入し、機械装備不変のとき

に集合的土地利用の実現による作業能惑の向上効果の推定結果を表ト2-2にあげた(前提

とする作業体系や関場条件の説明は表を参照されたし、)。設定した条件のもとで、米の収

穫作業では闘場作業量でみて段階Iから段階Eへの移行により 18%湘加し、そこから段階

皿へ移行することでさらに50%増加した。段階Iから段階Eへの移行により 46%、そこか

ら段階Eへ移行することでさらに67%悶場作業量が士勧目した。

ここから言えることは、零細分散状態から低次の集合的土地利用を実現して分散を克服

するだけでかなり作業能率が改善されるが、そこにとどまらず高次の集合的土地利用を実

現ずればさらに一層の高能率が達成されるということである。設定した土地条件はいくら

か纏綿な例(未整備問場から大区画闘場整備が実施されたケースに相当しよう)ではある

が、段階 Iの零細分散状態でコンパインの移動による片道移動時間が設定例の30分より大

きい例も散見されるし、段階Eの場合でも設定例の 1haを超えて既に述べたS集落の組合

の場合のように約 2haを l区画としている例もあるから、実際には段階 Iから段階Eへ土

地利用を変革する試みで、この設定例以上の格差が生じることもなくもないであろう。

表1-2-7， 米麦収穫作業における回場の集合化による作業能率向上効果

土地利用の E 賂 作業I! '"の陪刷担
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その作業能率向上効果の現れ方をさらに検討してみよう。まず、表ト2-2において、米

の収穫と妥の収穫で作業能率向上効果は均等ではなく、麦の方がかなり大きいということ

が注目される。段階Iから段隊Eになる関に米の収穫では園場作業量が68%増、表の収穫

では 113%滑になり、変の方が45ポイント大きくなっている。この相違は米麦の単収差が

若干関与しているが、大半はコンパインの有効速度が麦の方が速いためである。このこと

は機械の高性能化等により作業速度が大きくなれば、集合的土地利用の作業効果向上効果

がより大きくなるということを意味している。

次にその作業能率の向上効果が機械の大きさとの関係でどうなるかをみてみよう。

図ト2-7は、去の収穫作業に限って10a当たり労働時聞が段階 IとEでどう変化するか

を3条刈と 5条刈という異なる機減(コンパイン)について等しい作業速度の設定の下で

比較したものである。その結果から次のような重要な知見が明らかになった。まず、次の

関係が成立している。

E (a →c) < E (b→ d) ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・ (1-10) 

ただし、 E( i→ j)は状態 iから Jへ変化したときの作業能率向上効果を表す。(1-10)

式は次のことを意味する。すなわち、相対的に小さな機械による作業と大きな機械による

作業を比較すれば、零細分散(段階I)から高次の団地的土地利用(段階ill)への移行に

伴っていずれも作業能率は向上するが、その際機械化体系が大型である方がより作業能率

の向上効果が大きい。次に以下の関係も成立している。

E (a→b) < E (c→ d) ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1-11) 

図1-2-6 機械の大きさ別にみた集合的土地利用の実現による作業能率向上効果

ー一高速タイプの自脱コンパインによる収穫作業の10a当正味時間ーー
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[1-11)式の意味はこうである。零細分散状態で機械の大型化を図ってもそれによる作

業効率向上効果は比較的小さいが、高次の団地的土地利用を実現しているときは綴械の大

型化による作業能率向上効果はかなり大きい。これらのことは、機械の大型化によって団

地的土地利用の作業効率向上効果がより大きくなるということを意味している。

以上、回場の集合化の実現による作業能率向上効果の大きさを段階別に定盆的な解明を

おこなった。その結果、かかる効果が無視しえぬ大きさをもっていること、ならびに、機

械のサイズと作業速度がより大きくなるにつれて作業能率向上効果が増幅されることが明

らかになった。

4.結語

水田作の経営発展にとって面積規模の拡大は重要な課題であるa ただし、単に量的な土

地集績が図られればいいわけではない。というのも日本の土地所有制度に限定されて経営

資源として取り入れた土地が零細分散銭固になりやすく、そのような劣悪な土地基盤のも

とでは規篠拡大のメリットが強く制約されるからである。地域営農集団等で地域ぐるみの

農地の利用調整機能が発揮されるときは、農地の面的集積を達成する可能性が妬かれてお

り、そうした実践が現に先進的集団でとりくまれている。

実際に開場の集合化が達成された場合の作業能率向上効果は決して小さくない。そして

集合的土地利用が高度になって土地の利用単位が所有単位から自立するにつれて、その効

果は一層はっきりと現われるようになる。特にその効果は機械が大型化・高速化されたと

きにより強く発現する。

いまここで、農業機械の技術発達の過程を振り返ってみれば、日本も例にもれず、いか

に作業精度を務とさずに高速化するか、また、いかに機械をより大型化するかを課題とし

つつ今日までそれらを追求してきた。おそらくは今後もその延長上にあると恩われる。現

時点ですでに1980年代に登場した機械にと っては現状の標準区画や農地の分散をもたらす

土地の与件条件が適合的ではなくなりつつあり、現状の農地の陳腐化が始まっているとみ

なせよう。むしろ、間場条件の方が農業機械技術の高度化を阻んでいるといえるかもしれ

ない。したがって技術発達による機械化段階の進展に応じた零細圃場分散克服は農業生産

カの発展上必然的な要請であるということができる。

悶場の集合化が実現するということは、作業面での効率向上によって生じた余力を積極

的に水図作の経営面積ないし受託作業面積の拡大にふりむけることができるようになると

η
4
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いうことである。仮に、たとえ、問題とする部門で拡大を望まないか望めないとしても、

浮いた労働カをその他の農業部門や皮外の就業機会にふりむけるか、さもなければ、省カ

のかわりに労働投下量一定のまま機披装備を縮小して固定費削減を図るかの選択ができる

ようになろう。すなわち、いずれにせよ、地域営農集団等による団地的土地利用(ないし

は集合的土地利用)の実現は、作業商での改善を通じて経営面でのより有利な展開を図る

展望を切り拓く。

註記

1 )高次の集合的土地利用の枕念を措定するに当たっては、坪井伸広の「一体的土地利用』

の枕念が参考ーになった。坪井伸広「農地改革前における農地集団化論の展開J ~農業経

済研究』第四巻、第4号、 1987年

2) r燐場制Jの理解にはまだ定説がないと考えられる。先行研究としては、梶井功編著

『決場制1J1l是業に関する研究J1990年等がある。

3)作業研究の参考文献として、黒田充ほか『生産管理J1989年、併す豊治・佐久間章行

『作業研究J 1978年、小中俊雄『農業システム工学J1989年等がある。

4)テーラー、フレデリック・ W、 『工場管理法J1903年(上野陽一訳『科学的管理法』

新版1969年)、同『科学的管理法の原理J1911年(上掲書所収)

内
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補遺

農作業の時間研究の方法について

本章の実証的分析に関して、そもそも、どのような手続きや概念で作業時間を把握する

かという問題について論じておきたい。

農作業の時間調査については、農林水産省の生産費調査をはじめ、作目別の労働時間を

調査したデータは各種みられる.だが、本意で問題とするところの区画面積や通作距離等

の圃場条件と作業時間との関係を特定作業について系統的に大盆観察したデータはいまの

ところ見当たらない。仮にあったとしても作業能率に大きな影響を与える闘場条件以外の

その他の条件、たとえば、機械の穏類や土質、オペレーターの技能、作業を撹乱する種々

のアクシデン トの発生状況等の条件が一定になっている保証がないから、統計学的手法を

用いたとしても回場条件と作業能率の関係のみを明瞭に抽出することは図難である。

そこで、実際にできることとしては、タイム ・スタディによる作業時間分析があげられ

る。これは、 (事後的なデータ修正も含めて)ある程度条件がコントローノレされた環境下

で詳細な農作業の時間研究(タイム ・スタディ)を行い、作業時間を一度各要素に分解し

た後に再構成して問題とする作業の時間構造を分析する方法である。

この方法によって再構成される時間は「標準時間J(5t田 d訂 dtime) と呼ばれる作業時

間である.標準時間とは、ある特定の作業条件下で通常の熟練程度をもっ労働者が普通の

ベースで働いたときの、通常発生するロスタイム(たとえば、休憩時間や困場の端の枕地

でのトラクターの旋回時間等)を含めた作業時間である。しばしば、混同されるが、標準

時間は一般的な作業条件下での「平均時間」ではない。所与の条件下での必要時間ベース

で把握される乱念的な作業時間であることに注意しなくてはならない。

標準時間の内容は正味時間と余裕時聞からなる。正味時間は、作業工程で規則的かつ不

可避的に発生するロスタイムをも含めた実質的な作業時間である。余裕時間は、作業その

ものとは関係ない人間の生理的 ・心理的要求に基づく休憩 ・用便等のロスタイム、穏子に

含まれた水分による播種機の目詰まりのように作業工程に内在するが不規則的に発生する

ロスタイムカミらなる。

標準時開設定のためのタイム ・スタディを行う場合、観察する作業は少数事例であって

もかまわないが、作業ベース等の問題があるから、できるかぎり営農現場のそれが望まし
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い。サンプルとして観測された時間をレイティング (rating)によって正味時間に変換す

る手続きが正当であれば、観察対象が少数であってもそれが代表性をもっ限り、困場条件

の各要因の作業時間への影響等はかなり正確に推定できるようになる。

標準時間設定の試みは今世紀初頭のアメリカにおける F.W・テーラーの作業時間研究

までさかのぼることができる。標準時間は、今日では、工場での生産管理に必要とされ、

原価計算上の情報としても用いられている。現在では、工場での作業については必ずしも

タイム・スタディによらなくても、たとえば別途作成された既成の標準時間資料を参考に

標準時間を設定することができるようになっている。

農業生産における作業時間に標準時間を設定することは可能であるが、全く問題がない

わけでなない。

第一の問題は、農作業が工場内とは違って制御されない開放的な環境下で行われるため、

作業時間が不安定である点に起因する。たとえば、収穫作業においてコンパインの刈取速

度は作業時間を強く規制するが、その速度は、単収、表土の水分、 ilìJ~の程度、雑草の繁

りぐあい等、自然の影響を受ける制御しがたい要因によって支記されている。したがって

農作業に標準時間を設定したとしても、それは確定的なものではなくてゆらぎをもった数

値となる。

第二の問題は、農業生産が家族経営によるケースに限られるが、農作業を担う労働力が

生活と生産が未分化な家族経営の構成員である点に起因する。たとえば、経営主がコンパ

インのオペレーダーでその棄が籾運送とし、う役割分担をとる組作業で籾運送の側に手持ち

時間が発生した場合等においては、手持ち時聞がそのままムダな時間にならず、その問棄

が家事労働に従事したりすることがある。家族労働カが農作業の主体であるときは、就業

時間中は雇用主の阻下に置かれ目的とする労働のみに従事する義務がある雇用労働力のと

きとは異なって、標準時間を設定したとしても、生活時間との境が明確にできなくて、費

用化する拘束労働時間を意味しないことがある。

その他の問題として、労資の交渉と協定により決められる休憩時聞が確定せず、また、

自然制約による作業遅延のリスクがあるため、標準時間のうちの余裕時間については確定

しにくいことが指摘できょう。
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祭事 2 宣言 匝司元号~イ牛とイ乍斗吻当主LlI又

第l節零細岡場分散が水稲単収に及ぼす影響

1. 目的

水稲作を中心とする水回農業では、経営成長の過程において経営耕地面積を拡大し

た場合に岡場分散が進行しやすく、それに伴い単収の低下がおこって規模鉱大の経済

的メリットが減殺される現象が生じることがしばしば指摘されてきた。しかしながら、

岡場分散による単収低下を定盆的に把撮した実証的研究は非常に少ない。経営にとっ

てどの程度の問題の深刻さをもっており、どのような局面・段階で問題が顕在化する

かについては、実証レベノレでは明らかにされてこなかった。従来の闘場分散による低

収化現象に関する議論は、実は、イ言頼できるデータを基礎にもたないまま立論されて

きたといえる。

水田農業に関して闘場分散による単収低下に言及した実証的研究としては、次のも

のがある。辻叫は、零細闘場分散と炭業経営の関連性を土地利用視点から事例分析し、

零細岡場分散下での農家を中心として順次集約度が低下する同心円状の闘場利用闘が

存在することを実証し、岡場利用秩序の存在を指摘した。樋口引は、岩手県内の 50

戸の大規模稲作経営調査の結果から、耕地分散構造の分析とともに、農家別に水稲作

の団地単収と団地距離との単回帰分析を行い、外延的規模拡大による迫力日的団地距離

が遠くなるにつれて土地生産力が逓減していく現状を示した。士関淵他3)は全国的な大

規模稲作経営 136戸の調査結呆から、大規模化するにつれて単収が低下する傾向を

もつこと、ならびに農家が単収向上の阻害姿因として「圃場分散」を第 1位としてあ

げていることを示した。

日正往の研究において問題となる点、または、凡直すべき点として次の3つをあげる

ことができょう。

①近年稲作の省力化が進行し、また、通作手段として自動車利用が一般化した現在、

稲作において通常の平均的な経営展開をしたときの通作距離において規模鉱大が不利

益になるほど生じているか。また、岡場分散を通作距離を中心にみているが、闘場の
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分割程度、団地化の程度も大きな影響をもつのではないか。稲作よりはるかに集約的

で機械化が進んでいない作物の生産では、 1悶場での作業時間が長く、 1日の作業は

1ヶ所を往復するようなケースが多いと恩われるが、稲作の肥培管理作業では闘場を

往復するのではなく岡場を巡回するケースが多いと恩われる。稲作では、闘場の分割

程度や団地化の程度も収盆に大きな影響をおよぼすのではないかと考えられる。

②外延的規模拡大による土地生産力の逓減が起きているとしても、追加した遠い燥

地ほど新たに借地したものであることが多いから、追加した遠い農地ほど並皮が低く

なっている可能性が高い。つまり、規模拡大とともに農地の f質的」劣化が並行する

現象が起きていると考えられる。よって、水稲作の団地単収と団地距離との2要因の

関係には、単収に闘場分散以外の影響が介在している可能性が高い。

③全国的な経営調査の結果等、広範囲に立地する経営のデータをもちいる場合は、

「珪皮の低い土地にであるゆえに、大規模;経営が成立する』叫 としづ笠度と規模の

逆相凶が、統計的に観察される大規模経営の低収化を説明している可能性がある。限

定した立地範聞からデータを求めない限り、大規模経営に特有な経営行動を説明した

とは限らない。

本節では、以上の問題点に留意しつつ、事例調査により、規模階層別に闘場分散が

水稲単収に及ぼす影響を定量的に解明し、悶場分散の土地生産性への規定性を考察し

た。

2.方法

一定地域内における後数の水稲作付農家を調査し、園場分散の程度に応じて区分し

た2つの農家鮮の水稲単収の平均値を出し、統計的方法で両者の単収格差を比較した。

調査地減は、栃木県宇都宮市内とし、経営規模階層別に無作為に水稲作付成家 11 

6戸を抽出した。ただし、実際の経営規模別の成家数の分布より大規模の農家階層の

抽出数を相対的に噂やしている(ランダムサンプリングにすると相対的大規模経営の

抽出標本の絶対数が足りなくなる)。調査表は平成4年に農家の世帯主を回答者とし

て調査員が直接記布し、回答者の自己記入の後に、数日後調査員が直接回収した。回

収率は 98%であった。

闘場分散の程度を示す指標としては、闘場枚数、団地数、平均通作距離をもちいた

(それぞれ、序章でいうところの闘場の分割化、離散化、拡散化に対応させている)。

可
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-拡散化・離散化の3つの側面がある以上、それらの側面を総合的に捉えた岡場の分散程

度との関連で単収への影響が明らかにされなければならい。国場枚数 ・平均分散距離・団

地数の各指標について、どの2組の相関係数も+0. 7未満であるから、このうちのどれ

か一つの指標を総合的に捉えた闘場の分散程度の代理指標とみなすことはできない。そこ

で、ここでは総合的に捉えた圃場の分散程度を代表する単一の指標(尺度)として、

総合分散度=園場枚数x平均通作距隊のkm単位数×団地数

を考える(これは、調査サンプノレにおける各指標のレンジや単位の取り方の影響を考慮し

ない最も単純な尺度である)。

3.結果および考察

1)経営規模別にみた農家の属性

86戸の農家の属性を経営規模別に整理したものを表2-1-1に示す。調査対象農家

(有効回答炭家)の主な特徴は次の通りである。

水田の経営耕地面積(以下、水田経営面積)が大きな階層ほど、概ね、農業が主である

家族労働力(年間農業従事日数200日以上で70才未満の就業者)が増加し、集約作目

の導Mと率が高くなっている.すなわち、経営規模の面的拡大に応じて兼業中心の農家の

割合が滅り、作目構成も水稲単作かそれに近い状態から複合化が進む傾向がうかがえる。

調査対象農家の園場条件をみてみよう。表2-1-1によれば、水田経営面積が大きな

階層ほど、図場枚数、団地数、平均通作距離が増加し、回場の分散化が進行している。個

々の農家が直面する園場の分散状況は多様であることがわかる。

農家戸数 35 20 20 11 
水田経営面積 (a) 121 274 475 922 
集約作目導入比率(%) 6 35 30 64 
農業が主の家族労働力数 0.8 2. 1 2.2 1.7 
稲作付面積 (a) 99 211 387 745 
稲作平均単収 (kg/10a) 456 481 501 503 
コシt幻単収 (kg/10a) 449 481 489 482 
圃場枚数 7 11. 9 17.9 33.4 
団地数 2. 7 3.5 4.4 7.6 
均通 O. 56 O. 63 O. 79 1. 35 
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水田経営面積と園場の分散程度の諸指標との関係を散布図として示すと、図2-1-1、

図2-1-2、図 2-1-3のよう になる。 これら3つの図から興味深い現象が読みとれ

る。水田経営面積が大きくなるほど、闘場枚数、平均通作距離はどのレンジでもそのまま

大きくなるが、団地数は概ね水回経営面積 5ha以上で増加が鈍化する傾向が現れることで

ある。

5印0 

因子ト1 水国経営面積と圃場枚数
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図2ートZ 水田経営面積と平均通作距雌
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図2-1-4 稲作面積と平均単収
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水稲の単収は、水田の経営耕地面積が大きな階層ほど概ね高くなる傾向がある(表2-

1-1) .長上層と最下層との単収格差が実に40kg以上もあり、相対的上層燥が優位と

なるような経営規模関土地生産性格差が存在する。水稲単収は』巴培管理を行う家族労働力

の質的・量的保有状況と関連が深いことはいうまでもないが、この経営規模開土地生産性

格差は水田経営面積が大きな階層ほど農業が主である家族労働カが豊富になる上述の傾向

と対応している。ただし、 4ha以上6ha未満層から最上層の 6ha以上層にかけては水稲単

収の湘加傾向は頭打ちになっている(図 2-1-4)。

2)闘揚分散の水稲単収への影響

闘場分散が水稲単収に及ぼす影響を観察する際にまず注意しなければならない点として

観察する経営規模の範囲がある。当然のことながら、経営規模が小さいときには園場分散

の影響が現れにくいだろうということが想定される。観察対象でl士、水田面積が小さいと

きは、闘場の枚数も通作距離も小さなレンジにある。そもそも、稲作では、半径数キロ以

内の限られた地域にあるとはいえ困場1枚毎に微妙に土嬢タイプ、透水性、水利条件等の

諸条件が異なるので画一的な管理は困難である。それゆえ、農家からみて管理する対象の

水団闘場の絶対数が十分に多い経営規模のときに限って、回場分散の影響が単収におよぶ

と考えられる。

そこで、経営規模の相対的な大小に応じて観察対象を分割して、別々に検討することに

する。分割に際しては、もともと標本数が3桁にも遣しなし、から、小標本化によるデータ

の偏りをさけるために概ね半数程度になるように分割の位置を決める方が望ましい。だが、
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ここでは相対的大規模階層が経営規模開土地生産性格差の影響を受けない方が望ましいの

で、図2-1-4から経営規模拡大に伴う水稲単収の増加傾向がほぼ消滅するとみられる

水稲作付面積4haで分割した。

水稲単収は経営規模や闘場の分散程度だけでなく、農地それ自体の質によって強く影響

を受ける。ここでは、常識に照らして闘場整備が農地の質を最も強く規定すると考えられ

るから、闘場整備の有無によって農地の質の差を代表させることにした。調査対象成家の

うち全悶揚が整備済みの農家は31戸、全悶揚が未整備の農家は24戸である。両者の水

稲単収の分布を図2-1-5に示す。両者の水稲単収の分布を比較すれば、全闘揚が整備

済みの農家は特に低位の単収水準にはみられず、代わりに若干の農家が高位の単収水準に

位置している。これと対照的に、全臨場が未整備の農家は、高位の単収水準はみられず、

代わりに特に低位の単収水準に若干が位置している。この単収分布の対照性の背景には、

回場整備によって、欠陥水回が駆逐されて、農家の肥培管理の努力により単収向上が可能

になる条件が整えられるといった事情があるものと推察できょう。全園揚が整備済みの農

家の水稲単収の平均および標準偏差は、水稲作全体で10a当たり 479. 1旬、 47.3 

kgであり、コシヒカリで10a当たり 471. 9旬、44. 1 kgである。それに対して全悶

揚が未整備の農家の水稲単収の平均および標準偏差は、水稲作全体で10a当たり 458.

6kg、63. 2kgであり、コシヒカリで10a当たり 451. Okg、58. 4 kgである。闘

場整備による単収格差は水稲全体で 10 a当たり 2O. 5kg コシヒカリで 10 a当たり

20. 9 kgである。

図2ート5 園場整備の有無と水稲単収

農
家
数

250-299 300-349 350-399 400-449 450-499 500-549 550-599 600-649 
単収分布 (kg/l0a)

|圏 整備済み . 未整備
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農家が耕令する水田の整備済み関場割合には違いがあるため、以下では園場劃首による

農家聞の単収格差の影響を分除するために、次のように補正した修正単収を用いた。

修正単収=観測値の単収+回場整備による単収格差(l一回場整備率)

まず、水稲作付面積4ha未満の相対的小規模階層における農家の水田園場の分散程度別

に区分した2つの農家グループ聞での農家別水稲単収の平均値を比較すれば次のようにな

る(表2-1-2)。圃場枚数の違うグループの間での農家の水稲単収(修正単収)を比

較すす1，!;f、水稲作全体の単収(各農家の全栽培品種の栽培面積による加重平均単収に補正

を加えた修正単収の86戸の単純平均)では10枚未満のグノトープの場合10 a当たり 4

64. 7 kgであるのに対して 10枚以上のグループの場合493.2kgと高く、また、コ

シヒカリの単収(各農家のコシヒカリ 1品種の単収に補正を加えた修正単収の86戸の単

純平均)でも 10枚未満のグループの場合10a当たり 460.4kgであるのに対して 10 

枚以上のグループの場合は487. 6kgで高くなっている。平均通作距離の違うグループ

の間での農家別水稲単収を比較すれば、水稲全体ではO. 5km未満のグループの場合10

a当たり 480.2kgであるのに対して O. 5km以上のグループの場合472.6kgと低

く、また、コシヒカリでも O. 5km未満のグノいープの場合10 a当たり 475. 6kgであ

るのに対してO. 51個以上のグループの場合467.5kgと高くなっている。団地数の違

うグループの関での農家別水稲単収を比較すれば、水稲全体では4未満のグループの場合

10 a当たり 481. 5kgであるのに対して4以上のグループの場合479.3kgと低く、

また、コシヒカリでは4未満のグループの場合10 a当たり 473.3kgであるのに対し

て4以上のグループの場合479. 6kgと逆に高くなっている。

表1-1-2相対的小規模階層における園場分歓町時指揮の大きさで区分した農家群B'Jの水稲単収
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これらから、相対的小規模階層においては、園場の分散化の大きい農家グループの水稲

単収が園場の分散化の小さなグノいープより低くなるとは限らないことが読みとれる。間場

枚数の大小で区分したグループの関では、むしろ、困場の分散化の大きい農家グノレープの

水稲単収が闘場の分散化の小さなグループより高くなっている傾向が読みとれる。たが、

その傾向から直ちに回揚枚緋勧日の形をとる闘場の分散化が水稲単収を高めるという因果

関係、が成り立つとは解釈できない。というのも、相対的に分散程度の大きなグループは小

さなグループより水稲作付面積が大きくなっているからである。悶場の分散化が水稲作の

規模の拡大に伴って大きくなるなり、その一方で経営規模開単収格差の影響もあるため

(つまり、闘場分散の諸指標と水稲単収の両者の聞にどちらに対しても共変動する第3の

変数たる経営規模の指標があるため)、見かけ上、闘場の分散程度の増大が単収増大をも

たらしているかのごとき傾向が現れるのである。平均通作距離の異なる 2つのグノトープ関

では、水稲作付面積に小さな差しか認められないので、かろうじて悶場の分散化したグル

ープの方が単収が低くなっている。団地数の異なる 2つのグループ問では、水稲作全体の

複合品種構成とコシヒカリ単組の品租構成とでは単収の大小関係が逆転している。このよ

うに水稲作付面積4ha未満の規模階層においては、闘場の分散化による単収低減の影響は

明確ではない。影響の盆的大きさについては、闘場の分散化による単収低減の影響がある

としても、少なくとも経営規筏関土地生産性格差を援すほどの大きさはもたないと考えら

れる。

表2-H相対的大規模階層における圃場分散の諸指標の大きさで区分した農家群別の水稲単収
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次に、水稲作付面積4ha以上の相対的大規模階層における農家の水田園場の分散程度別

に区分した 2つの農家グループ聞での皮家別水稲単収の平均値を比較すれば次のようにな

る(表2-1-3)。闘場枚数の違うグループの問での農家の水稲単収(修正単収)を比

較すれば、水稲作全体の単収では30枚未満のグループの場合10 a当たり 530. 9kg 

であるのに対して 30枚以上のグループの場合51 8. 4kgと低く、また、コシヒカリの

単収でも 30枚未満のグループの場合10 a当たり 51 7. 9 kgであるのに対して 30枚

以上のグループの場合は494. 8 kgと20kg以上低くなっている。平均通作距隊の違う

グループの問での農家別水稲単収を比較すれば、水稲全体では 1. Okm未満のグループの

場合10a当たり 535.7kgであるのに対して 1. Okm以上のグループの場合515.

5kgと20kg以上も低く、また、コシヒカリでも 1. Okm未満のグループの場合10 a当

たり 51 2. 1 kgであるのに対して 1. Okm以上のグループの場合501. 6kgと低くな

っている。団地数の違うグループの閥での農家TJIJ水稲単収を比較すれば、水稲全体では8

未満のグループの場合 10 a当たり 524.7kgであるのに対して8以上のグループの場

合523.1kgと低く、 また、コシヒカリでも 8未満のグループの場合 10 a当たり 50

8. 9kgであるのに対して8以上のグループの場合503. 9kgと低くなっている。

このように、水稲作付面積4ha以上の相対的大規模階層においては、 3つの指標とも、

園場の分散化の大きなグループの農家の水稲単収は園揚の分散化の小さなグループより低

くなっている明確な傾向が読みとれる。この集計では、土地生産性に大きな影響を及ぼす

経営規模および悶場整備水準の要因がほぼ分灘されているとみなせることから考えて、相

対的大規模階層においては図場の分散化によって水稲単収が低減するという解釈が成り立

つであろう。さらに、水稲作付面積4ha未満の相対的小規筏階層においては圃場の分散化

による単収低下の現象が明確でないことから、回場の分散化による水稲単収の低減は一定

の規模(ここでは水稲作付面積4haであるが地域により前後しうる)に達した比較的大き

な経営規模の農家居においてのみ明確になる現象であるといえる。

さらに、総合分散度を用いて、水稲作付面積4ha以上の調査対象農家(有効回答分)の

うち、総合的に捉えた闘揚の分散程度の大きさにより分割した 2つの農家グループについ

て水稲単収および園場条件、経営概況、肥矯管理状況を表2-1-4に示した。分割の位

置は総合分散度 100である。総合分散度は 100は、たとえば図揚枚数20、平均通作

距敵1km、団地数5の闘場の分散程度に相当する。総合分散度の違うグループの問での燦

家の水稲単収(修正単収)を比較すれば、水稲作全体の単収では総合分散度 100未満の



グル戸プの場合10 a当たり 540.9kgであるのに対して 100以上のグループの場合

5 1 2. 4 kgであって28. 5kg低く、また、コシヒカリの単収でも総合分散度 100未

満のグループの場合10a当たり 533. 2kgであるのに対して 100以上のグループの

場合は488.9kgであって44. 3kgも低くなっている。両グルーフ'の単収の分散が等

しくないと仮定してスチューデントの t検定を行えば、総合分散1t100未満のグループ

の単収の平均値と 100以上のグループの単収の平均値とが等しいという帰無仮説は、水

稲作全体の単収関では、 2.9%、コシヒカリの単収関では、 2. 3%の有意水準で棄却

される(つまり、どちらも 3%水準のリスクで統計的に有意差があるといえる。なお両グ

/レープの単収の分散が等しいと仮定した t検定を行えば、有意水準(リスク)はさらに低

くなる)。

表 2-i-/l. 縫合分段度で区分した良家群別にみた水稲耶収

総合分散度

1 00未満 1 0 0以上

平均 (k./IO.) 540.9 > 512.4 

民 水稲作全体 有意ホ申 0.029 

事正 の修正単収 標車偏差 2 9. 6 2 3. 5 

の {来修正JII収) (532.1) (497. B) 

単

収 平均 (k./IO.) 533.2 > 488.9 

木 コシヒカ目 有意ホ!!! 。.023

申 の修正単収 標準偏差 4 3. 5 3 4. 4 

(未修正単収) (524.3) (474.0) 

該当良家戸数{標本数) 7 1 0 

回 場枚数 2 5.0 2 8. 9 

回場条件 平均過作距限 (k.) O. 6 5 1.82 

団 地教 5.6 7.6 

墜備済み圃場割合(%) 5 7 2 9 

水閉経営面積 (.) 6 7 2 8 6 2 

経営概況 水稲作付面積 (.) 5 B 5 6 8 1 

良業が主の労働力(人) 1. 7 1 1. 8 0 

!E指管理 水稲作全体の追肥回数 2.0 4 1. 8 9 

コシヒカリの追肥回数 2.0 0 1. 7 0 

注 1)総合分散/Jf.=困場枚数x平均通作距服のキロ数×団地敬

{総合分歓度-1001:1:、たとえば、岡場佐敏20 平均通作距

厳 1k. ・団地敬 5の困場の分散程度を表す)

2 )平均値の釜に闘する有意水準 1:1:、 t検定{分倣が等しく

ないと仮定した 2原本による検定・片側)による.

3 )線本は水稲作付面積 4h.);.(上町良家である.
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このように、総合分散度の違うグループの聞での水稲単収には偶然とは考えがたい格差

が存在する。この格差は、園場の分散化に基づく単収格差をほぼ忠実に反映したものでは

ないかと推察される。なぜならば、回揚の分散程度以外のその他の要因がすべて同一にな

ってはいないものの、もともと広域から調査対象農家を選定しないで単収の地域差をでき

るだけ捨象すべく平場の 1自治体の領域に限定して調査対象農家を選定する調査設計をし

ており、しかも農家聞の土地の質の差に関して闘場整備の水準による単収格差を除外する

修正が施されていることや、単収に大きな影響を与える水稲作付面積や農業が主の労働力

人数の差が十分に小さいことを考慮すれば、概ね、圃場の分散程度以外の単収に強い影響

を与えると考えられるその他の諸要因が一定に統制されているに近い状況であるとみなさ

れるからである。

たかだか下限稲作付面積が 4haで平均が 8ha未満の規模階層でさえ、個場分散の影響が

強く出ていることは注目にあたいする。

総合分散度で区分される農家グループ関で確認された水稲単収の格差の原因については、

調査では肥培管理の状況を追肥回数として調べている。総合分散度の違うグループの関で

の農家の追肥回数を比較すれば、水稲作全体では総合分散度 100未満のグループの場合

1作につき 2. 04回、 100以上のグループの場合1作につき1. 89回である。また、

コシヒカリでは総合分散度 100未満のグループの場合 1作につき 2. 0回であるのに対

して 10 0以上のグノいープの場合は1. 70回であった。総合分散度の大きなグループで

はそれが小さなグループに較べて、追Æ~回数は明確な傾向ではないが宥千低くなっている。

これまで、回場の分散化に伴う管理公訴百度の低下が水稲単収の低下となって現れるという

趣旨の指摘(たとえば、 「分散した悶場の栽培管理は手抜きが起こりやすく、稲の『顔』

をみながら、水の掛け引きをしたり、結』巴することは四葉重であるJ引)はしばしばなされ

てきた。このような圃場分散の違いによる追肥回数の差の傾向はこうした指摘を裏付ける

ものであるといえる。さらに、相対的大規模層においてこのような傾向が現れていること

は、所有における零細分散銭圃制のもとで、闘場分散を伴う規模拡大により農地全体の受

容カが低下して繍密な肥培管理を困難にするような技術構造が存在することを示唆しよう。

なお、総合分散度 100未満と 100以上のグループ閑の追肥回数の差はO. 15-0. 

3回であるが、この差は両者の単収差の 30-40kg水準を説明するには少なすぎるよう

に考えられる。つまり、条約度低下を経済的に選択している可能性は否定できないが、肥

料投入のみを減少させたときの単収低下以上に単収水準まで低下していると考えるべきで
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あろう。実際には、家族労働力のなかで肥培管理の担当者が通常 1名ないし2名にすぎな

いなかで、成熟ステージが微妙に異なる圃揚が闘場分散のために相当数になるうえに闘場

までの移動に手間をとられる一方で、収量に大きく響く穂肥や実肥では追胞のタイミング

が狭い期間になっていること等により、有効な肥培管理作業が実行しにくくなっているも

のと考えられる。これは、図場分散による単収低下は、集団的に観察される傾向としての

経験則の範囲にすぎないが、ぜ術的なレベルでの効率低下として考えられる性質を多分に

含んでいることを意味している。

総合分散度の土問大による農家の水稲単収(修正単収)の低下現象の量的大きさを考えよ

う.総合分散度 100未満のグループの総合分散度は平均91であるのに対して、 100

以上のグル}プの総合分散皮は平均 399. 7であるから、両者の総合分散度は平均で 3

08. 7の差がある。単収土問減率(丙グループの平均の単収差を総合分散度 100未満の

グループの単収で徐した比率)の総合分散度増減率(両グループの平均の総合分散度の差

を総合分散皮 100以上のグループの総合分散皮で除した比率)に対する比(弾力性)を

計算して単純に延長すれば、総合分散皮が 100%だけ増加するに伴って、単収は平均的

にみて水稲作全体で1. 5 5 3 % (= 8. 4 kg)、コシヒカリで2.449%(=13.

1 kg)だけ低下することになる。

通常の生産者米価を前提として金額ベースで見れば、調査対象の観察例における減益の

備としては、総合分散度 100を境にして分割した2つのグループ関の単収差に基づく粗

収益差が水稲作全体で 10 a当たり 9千円前後、コシヒカリで 15千円前後の水準となる。

総合分散度の母集団の標準偏差を計算すると 380. 1であるから、 2つのグループ閲の

総合分散度の差の 308. 7より大きいから、 1標準偏差の闘場分散増加に応じた単収格

差は大きくなる。観祭例では、相対的大規模階層では圃場分散の状況次第で10a当たり 1

万円以上の減益になることは例外とはみなせない。ただし、観察例の標本サイズが小さい

ので誤差が大きく、必ずしもどこでも当てはまるような一般的な目安とはみなせないこと

には注意を要する。とはいえ、調査事例では、実際にみられる園場の分散程度の範囲(例

えば平均:1:1標準偏差の範囲)においてさえ、借地での地代負担カを大きく左右するほど

の土地生産性格差が生じていることが判明したことには注目しなければならない。

このように闘場分散による単収低下が量的に大きな現象であることは、農家主主規模鉱大

とともに不可避的に増大する燥地の分散化に対して多少とも分散化に歯止めをかけたり、

分散化によるデメリッ トを軽減したりするような経営行動が必要になることを意味してい



る。この経営行動は、具体的には、既存の耕地の隣接地・近接地の借り士官しや、他の耕作

者との聞での耕地の交換耕作等による準団地の増加の抑制、 1日ないし半日の作業単位に

よる準団地の編成と団地別の品種の統一化、団地問の合理的作業順序の選択等々の多様な

オプションがあろうが、こうした行動を実現することが稲作の経営管理上プライオリティ

の高い重要な課題となることは疑い得ない。既に述べたように調査対象農家では、団地数

が概ね水間経営面積5ha以上で土問加が鈍化する傾向が現れていた。この傾向は、農家が規

模拡大とともに不可避的に士智大する農地の分散化に対して多少とも歯止めをかけるような

なんらかの経営行動を実際に選択している可能性が高いことを示唆しよう。

4.摘要

経営規模の拡大とともに進行する町場の分散化によって水稲作における規模の経済が減

殺される現象の実態と発現の機構を解明するために、宇都宮市の稲作成家を対象にした調

査から得られた 86戸のデータを統計的方法を用いて分析した。水稲作付面積4haを境に

分割した相対的小規模層の農家においては悶場の分散化による水稲単収の低下傾向は明確

に現れないが、相対的大規模層では、闘場枚数、平均通作距離、団地数という 3つの闘場

の分散程度の指標のいずれについても悶場の分散程度のより大きな農家群では水稲単収が

低下する傾向がみられた。 r総合分散度」の違う農家群の問では、水稲単収には偶然とは

考えがたい明確な格差が存在する。しかも、たかだカ吋百作付面積4ha以上の平均8haにみ

たない規模階層でさえ、闘場分散の彫響が強く出ていることは注目される。この低収化は、

悶場の分散化に伴う土地の受容力低下による管理集約度の低下であると考えられる。

引用文献

1 )辻雅男「関場分散と困場利用秩序J r農業経営研究』 第 22巻 第1号 1984年

2)樋口貞三「水田作経営の規模問題J r農業経営研究』 第22巻 第3号 1985年

3)増淵隆一他「大規模稲作農家の技術と経営」農業研究センター研究資料第 17号

1989年

4)生源寺真一 『農地の経済分析』 第2章 ・第3章 1990年

5)倉本器征『水田農業の発展条件J 154頁 1988年
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第2節 回揚の分散化による集約度低下現象の考察

1.課題および方法

前節では相対的大規模階層において闘場の分散化によって水稲単収の低下が起きる現象

の量的効果について主に検討した。前節では、回場の分散化がいわゆる受容カの低下をも

たらして、追肥回数減少に反映される集約度低下をひきおこしたと考え、それゆえに闘揚

の分散化による単収低下を経済的選択である以上に夜術的な効率の劣化とみなした。本節

では、前節をふまえて、園場分散による低収化のメカニズムのさらなる解明を課題とし、

作業種類別の単位面積当たり投下労働時間を条約度の指標として、集約度抑制jの形態なら

びに機構を検討する。

水稲作における闘場の分散化による低収化のメカニズムについては、複数の良家からの

聞き取りに若づいて、次のような仮説を立てた。ある水準の単収を実現するような一定の

栽矯筏術体系のもとでは、圃場の分散化によって、臨場で行うどの作業も必要労働時間

(標準時間)が増加する。定型的な後械作業では必要労働時間の増加は即座に実際の支出

時間に直結するが、非定型的な』巴培管理作業では必要労働時間の増加は実際の支出時間に

直結するとは限らない。しかも、品種が違えば当然だが、同一品種であっても悶場1枚毎

に施肥設計が微妙に異なっていて生育ステージもわずかづっずれており、画一的な管理が

できない。圃場枚数や団地数が増えて管理対象の単位数が増加すれば、作業計画は複雑に

なる。有効な穏肥や実肥の時期は狭いが、時期を逃せば、あとから追肥しでも効果がでに

くく、場合によっては有害で倒伏の危険性を高める。施肥と水管理は連動しているから、

追肥のタイミングを逃せば、水管理のほうも時間が減る。通例の家族労働力の作業分担で

は、施肥設計ができる肥培管理の担当者は決家 1戸に一人か二人であるので、経営規模が

大きくなってくると単位面積当たりでみて肥培管理にさける労働時間は限られてくる。こ

うして、非定型的な肥培管理作業では闘場分散によって必要労働時聞が増加したとしても、

実際の支出時間は連動して増加しないか、逆にかえって減少するような肥培管理の意図せ

ざる粗放化の状況が成立する。農家によっては肥培管理の意図せざる粗放化を阻止するよ

うな手段をとれるかもしれないが、零細分散錯図的土地所有に土地利用が規定される以上、

このような状況から逃れられる農家は少数であろうから、集団的 ・平均的現象としては、

間場分散による栽指管理の労働条約度に関する受容カを低めるものと考えられる。



上記の仮説によれば、回場の分散化に対する労働時間の増減が機械化作業と肥培管理作

業との関で相反・逆行している現象が確認されるはずである。こうした相反・逆行の実証

は既往の研究で見出せない。本節では、この現象を集団的平均的傾向として確認すること

に焦点をおいた。

方法としては、既存の全国的規模で実施された稲作農家調査U の個票を再集計し、闘場

の分散化程度と作業種類別労働時間の関係を分析した。調査は 1987年に 1道 16県で

農家79戸を対象に実施されたものである。調査対象農家の属性を整理すると、水田経営

面積(経営耕地面積のうち水岡部分)の最小は25a、最大は 1770 a、平均は 391

aである。水稲作付面積の最小は 14 a、最大は 1270a、平均は299aである。水

田の圃場枚数の最小は3、金大は 147、平均は 24. 2である。通作距敵の最小はO.

o 1畑、最大は3820畑、平均は0.741kmである。他には、機械装備、困場図、排

水路や道路などの闘揚の特性、稲作労働時間、表作・大豆作などの水田作の状況等が調査

項目になっている(家族労働カの構成 ・就業先、雇用の有無、水田作作以外の経営部門の

有無は調査されていなし、)。団地数は調査項目になっているが、困場図を相互に比較する

限り、団地の基準が統ーされていないと判断されたので今回の分析からははずした。

注 1)分析に用いた「南八丁地区(高度)委2号闘場整備事業農地流動化関連調査業務

報告書J (全国土地改良事業団体連合会、 1988年 3月)は、関場の分散程度お

よび労働時間が併せて調査されている希少な資料である。

2 結果および考察

調査対象股家の闘場の自宅までの平均距離、闘場枚数、平均水稲収量と水田経営面積の

関係の散布図を図 2-2ー 1に示す。闘場枚数は、ほぽ経営規模に比例して大きくなって

いるが、平均距離のほうは、概ね比例しているとしてもややぱらつきが大きい.水稲単収

は5ha規模まで上昇する傾向が見られるが、それ以上になると停滞傾向になる。

経営規模と水稲単収の関係については、階層 1: 2ha未満、階層II: 2ha以上4ha未満、

階層皿:4ha以上8ha未満、階層N:8ha以上の4つの規模階層に分けて各階層の平均規

模と単収をあらためてプロットした(図 2-2-2)。ただし、低豊度の土地に大規模経

営が立地されやすいと考えられるので、調査農家の水稲単収を居住する都道府県の水稲平

均単収で除した相対収量(破線)と観測値の単収(笑線)を階層 Iを1として問時に表示
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図2-2-2経営規模と水稲単収の関係

註)破線の相対収量は、調査農家の平均水稲単収をその農家

が居住する県の平均単収で除した比皐の平均を階層別に算出

したうえで、それらを階層 Iの平均に対する比で示した。
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した。すると、予想どおり、観測値の実際の単収の規模階層別の変化は、階層 Iから階層

Eまで急速に上昇したあと階層Eから階層Wまで急速に降下するものの、相対収量の変化

は、階層 Iから階層Eまで急速に上昇するが階層Eから階層Nまでの降下は緩やかで階層

Eよりさがっていない。相対収量でみるかぎり、階層E、階層皿、階層Nはプラスマイナ

ス1%以内の差となっていて統計的に見た有意差はないと考えられる。以下では、専業兼

業別格差を反映したとみられる経営規模別単収格差の影響を分献するために、階層 Iのサ

ンプノレを除いて分析する。

圃場の分散程度と作業時間の関係を示したのが、図2-2-3と図2-2-4である。

ここでは、闘場の分散程度として、 N (0. 1)で規準化した圃場枚数と自宅から回場ま

での平均距離の2変数の標準備差の値を合計した回場分散指数をとった。闘場枚数と通作

距離の相関係数は+O. 41なので一方が大きくても他方が大きいとは限らないから、両

者の総合的な影響を把握するためにこのような指数をとった。

図2-2-3によれば、園場分散指数が高い農家(居住県名とアルファベットで識JJIJ)

ほど、水管理に投入する時間の上限が低くなっている。サンプル数が少ないので注意が必

要だが、国場の分散化とともに受容カが低下し、調密な栽培管理が困難になる現象が反映

しているものと推察される.
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図2-2-4は、農家の機械化作業と肥培管理作業の投下待問が闘場の分散化に対して

どう変化するかをみたものである。機械化作業の代表としては収穫作業を取り上げた。ト

ラクター作業では耕起作業の回数が土壌条件や気候条件で異なり、田植え作業では田植時

間は笛補給の人員や補植の時間が異なるので、取り上げなかった。該当農家の収穫作業の

機械はすべてコンパインであったが、コンパインの能力によって作業能率が違うので、図

にあげた数字はすべて4条刈りの能力をもっているものとして換算して機械の作業時間

(所要時間)を補正しである。肥培管理作業の代表としては、追肥時間を取り上げた。た

だし、各農家の追肥時間を収穫時間で除して相対的な比率で示した。追肥時間を比率で示

したのは、労働時間、とくに肥培管理時間に対する調査の精度が高くない(把握されない

部分が大きい)と考えられたからである。精度が低いときは農家間で比較するのは問題で

あるが、そのときは同一農家の他の作業でも把握の程度が落ちるであろうから、農家相互

の比較には、観測値をそのまま比較するよりも比率で示したときの方がふさわしいであろ

う。この図によれば、収穫作業の投下労働時間は回揚の分散が進行するにつれて比例的に

増加している。それに対して、追肥時間は収務時間と同様に回場の分散化に応じて士勧日し

ていない.もし、収穫作業なみに追肥時間も増加すれば、分散指数の正の農家群と負の農

家群とでは、それぞれの追肥時間の比率は等しくなるはずである。ところが、負の分散指

数の農家ではその比率は平均1. 70であるが、正の分散指数の農家ではその比率は低く

なって平均1. 16である。つまり、園場分散が進むほど、機械化作業では作業時間が増

えるのにたいして、肥指管理作業では士闘えていない。同様に土問加しない場合は、移動時間

を除いた実質的に有効な労働時間は逆に減っていることになる。

ここに、闘場の分散化に対する機械化作業と肥培管理作業との逆行性の存在が確認でき

た。この逆行性は、冒頭の仮説に示したように、ある水準の単収を実現するような一定の

栽猪技術体系のもとで起きる。国場の分散化によって、闘場で行うどの作業も必要労働時

間が士自力目する。定型的な機械作業では必要労働時間の増加は即座に実際の支出時間に直結

するが、非定型的な肥培管理作業では必要労働時間の精力日は実際の支出時間に直結すると

は限らない。栽培技術のありかたや肥培管理の技能をもっ労働カの事情で、結果的に実際

の支出時間は減少してしまう。併せて管理の質が低下することもあろう。粗放化が経済的

に有利だから選択しているとみるより、意図に反して粗放化に追い込まれていると考える

べきであろう。この現象は、仮に、困場の分散化で稲作全体の労働時聞が膨らんでいて見

かけ上労働集約的であっても、栽培上の管理集約度のみは低下して単収低下になってもな

内
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D
 



んら不思議ではないことを意味している。

次に、肥渚管理作業の労働時間と単収の関係をみてみよう。肥培管理作業としては、水

管理時間と追肥時間を取り上げる。ただし、ここでの水管理時間は、別途陸畔の草刈りが

計上さているので、農林水産省の米生産費調査における畦畔の草刈りを含めた『かん封同t

管理Jとはちがって、水まわりと園場観察のみ(特に収量との関連の深い項目のみ)にな

っていることに注意したい固なお、労働時間の記入もれの個票があるために集計対象良家

数は79戸より少なくなり 、21戸である.

図2-2-5をみれば、おおむね水管理時間と単収(相対収量)にはわずかな正の相関

があることがわかる。 11ftlだけ相対収量が低くなっているが、 Grubbs-S mirnov検定によ

れば有意水準1%でぽずれ値とみなされるので、除外して考えてよい。図 2-2-6には、

追肥時間と単収(相対収量)の関係をプロットしたが、全体としてはなんら無相関にみえ

る。だが、農家の作付面積第1位品種がコシヒカリ系品種(コシヒカリおよびコシヒカリ

を親にもつ品種)である農家とコシヒカリ系以外の品種を作付面積第1位である農家とを

わければ、後者の単収(相対収量)は追』巴時間とわずかな正の相関があることがわかる.

コシヒカリは倒伏しやすいので一般に追肥を控える傾向があり、しかも、良食味で販売単

価が他の耐肥性品種より高いのであえて高収盆をねらわない栽培をしている例が多く見ら

れるが、調査策果はこうした品種の特性に応じた農家の栽培方法の選択を反映しているも

のと思われる。水管理時間とという迫肥時間を見る限り、栽培品種による例外はあるが、

十分に明確になっているとはし、えないものの、単収の高い(低い)農家は肥培管理作業の

投入時間が多く(少なく)なっている傾向を見出すことができょう.
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以上から、限られたデータからではあるが、岡場の分散化→肥培管理の実質的粗放化、

sE培管理の粗放化→単収減少という論理が集団的平均的傾向として稲作において実在して

いることが実証されたと考える。ただし、肥培管理の粗放化→単収減少の論理は、観察し

たデータでは単収の地域差が捨象されないので十分に明瞭なかたちでは確認されなかった。

したがって、観察したデータでは、闘場の分散化→肥埼管理の粗放化→単収減少とし、う論

理は明確になっていない。

3.結語

本節では、回場分散による低収化のメカニズムの解明を課題とした。既存の全国的規模

で実施された稲作農家調査の個棄を再集計し、単位面積当たり投下労働時間を集約度の指

標として、条約度抑制lの形態ならびに機構を検討した。仮説としては、圃場の分散化によ

って、闘場で行うどの作業も必要労働時間が増加し、定型的な機械作業では即座に実際の

支出時間織力日に直結するのに対して非定型的な肥精管理作業では実際の支出時関に直結す

るとは限らない。栽培技術のありかたや肥培管理の技能をもっ労働力の事情で、結果的に

実際の支出時間は減少してしまうことを想定した。

機減化作業と』巴埼管理作業を比較すれば、圃場分散が進むほど、機械化作業(コンパイ

ン収穫)では作業時間が構えるのにたいして、肥培管理作業(追肥)では増えていなかっ

た。農家の機械化作業と肥培管理作業とでは、回場の分散化に対して、投下時間に関して

逆行する傾向の存在を確認した。さらに、水管理時間と追肥時間を見る限り、例外はある

が、単収の高い農家は肥培管理作業の投入時聞が多くなっているという当然想定される傾

向が不鮮明ながらみられた。観察したデータからは、仮説は支持されたと考えられる。
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気等 3 宣告E 匪亙詰~~f牛 と 生主互量室長頁イ面

第1飾整備不良水田での稲作における規模の経済の制約

1.目的と方法

土地基盤条件の整備は農地の借り手に対して規模拡大誘因と競争力を強める働きがあっ

て農地の統動化の丞本的要件であることは、しばしば指摘されるところであるH。こうし

た認識は、土地基盤条件が規模の経済の発現を規定する重要な要因であることを含んでい

る。とはいえ、そうした規定関係は当然の事実として受け取られていても、その規定関係

の内笑は意外に解明が進んでおらず、土地基盤条件が決業生産における生産力の発展ない

し規模の経済の発現をどのように規定しているかという点について、主要課題として稲作

の技術構造の在り方まで掘り下げて論じた文献引は以外に少ない。

本節では、土地基盤条件が農業生産における規模の経済性の発現をどのように規定して

いるかという問題を、平坦地の未整備困における稲作を対象にして解明したい。平坦地の

未整備回を取り上げるのは次の理由による。第1に、未だ日本の全水田の整備済み面積は

3分の 1強に過ぎず、勾配が 300分の 1未満の平坦地の水田でも 30 a程度に整備され

たところはほぼ2分の lでしかなく、今日でも関場整備された水田が経営環境の前提条件

として与えられていない水田作経営が相当数にのぼるからである。第2に、翻場整備とい

う人為的な土地基盤条件の変更の有無が農地流動化の可能性を支配しているかどうかを明

確にしたいので、自然条件が大きい山間・中山間の傾斜地の未整備回まで含めると議論が

不明確になるからである。

以下では、千葉県多古町を対象に、まず、作業能率および単収といった技術的効率のレ

ベノレにおいて困場条件が生産性に及ぼす影響が経営規模の大小によって異なるかどうかを

既存農家調査(多古町役場が 93年 8月に実施)の再集計と別途実施したメーノレ調査 (9

3年 11月から 12月にかけて郵送法で 34戸に発送し、 24戸が回答)によって明らか

にした。つぎに、その影響が総合的な生産性の指標としての生産原価にどう反映されるか

を町内の最大規模の水田作経営の燥家実態調査から明らかにした。

注1)たとえば文献[1] (p. 119)では、 「闘場条件の改善は、高性能な成業機械を整備
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している中核農家の規模拡大意欲を高揚させると同時に、規模縮小を希望している 2兼農

家宅事が農地の借り手を見出すことを容易にするなど、農地の流動化や農作業の受委託を促

進する基礎条件となってJいることを述べている。

注2)たとえば、文献[2]、文献[3]、文献[4]等がある。

2 地域概況

成田空港の東側にある多古町では、北部は北総台地の畑地帯になっており、南部は水聞

が広がる。 1991年現在で、水田 2，069ha、畑 l，l15ha、樹園地 130haの農

地を 2，026戸の良家が耕作している。田畑併せた地目構成になっている農家が多い。

専業決家278戸、 1兼 363戸、 2兼 1429戸、稲作単一経営 1，228戸、中核農

家は460戸である。主な良作物は、稲(県内では良質の「多古米Jとして知られる)、

やまといも、食用かんしょ等である。水田の整備状況は、明治時代の 10 a区画がそのま

ま残っているところが多く、 30a以上の悶場は 14. 9%にすぎず、残りのほとんどが

20 a未満である。 84. 8%が 1/300未満の傾斜になっているが、一部に台地の脇

に谷手韓国がある。農道不備も多い。

3.調査対象地域における水田の困場条件の問題点

(1)水田の闘場条件に対する生産者の問題認識と自主的対応

Y集団引のメンバーを対象に実施したメール調査では、作業受託や借地による規模拡大

の際に現状の水田の闘場条件のどの点がどの程度まで問題と感じているかについて生産者

自身の認識を調ベた。その結果は表3-2-1に示すilliりである。表中の百分揮は該当箇所へ

の回答事である。 r問題度」とは、主観的な問題の大きさの感じ方を数量化したもの(l

から Oの範囲をとる)で、圃場条件に閲する 7つの各項目について、 「かなり問題である」、

「多少問題であるJ、 「殆ど問題なし、Jの3つのカテゴリーにそれぞれ順に 1，1/2， 0の

ウェイトの得点を付与して項目毎に回答者の得点の平均をとった。特徴的なことに、岡場

条件のうち「区画の狭さ」と「排水性の慈さJの岡場条件に対する『問題皮Jが特に高く、

それぞれ0.87、0.84であった。 r区画の狭さJと「排水性の悪さ」は大部分の農家にとっ

て共通に問題とされているといえる。反対に「土地のやせ過ぎJや「通作距隣の遠さJの

問題を重視する燥家は少なかった (Y集団に属する農家の水田の平均耕作規模は、水田 2

66 a 、畑 79aであり、大規模借地経営が少ないという事情が反映されていると考えら
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表3-1-1現状の岡場条件の問題認識

困場の条件 かなり問題 多少は問題 殆と問題ない問題度

困場区画の狭さ 74% 26% 。% 0.87 
排水性のわるさ 74% 21% 5% 0.84 

用排水の未分離 50% 45% 5% O. 72 
団地でないこと 44% 44% 12% 0.66 
農道のつきかた 6% 56% 38% 0.34 

通作距離の遠さ 。% 63% 37% 0.31 

土地の痩せ過ぎ 1 2% 25% 63% 0.25 

注)問題度は、かなり問題を l、多少は問題を O. 5、殆と問題ない
をOとして回答者の平均をとった指数である。

れる)。現状の水田の闘場条件についての生産者の主観的な問題認識をみるかぎり、現状

の困場条件に何らかの営農上の障害がある可能性が示唆される。

岡場条件の問題を解決ないし緩和するために生産者がどのような自主的対応をとってい

るかをみるために、メール調査では「回直しJ (自主的な小土地改良)の現状についても

調査した。

長近 10年で自力で何らかの「回なおし」を行っていた農家は回答総数24戸中 14戸

であり、過半数の約6割にあたる。多い順でみれば、排水改良(暗渠、 U字潜設置等) 9 

戸 (38%)、畦畔除去(あぜぬき)による区画拡大8戸 (33%)、客土盛土5戸 (2

1%)、用水改良(井戸、ポンプ、給排水栓設燈等を含む) 2戸 (8%)、用排水路のっ

けかえ 2戸 (8%)、その他1戸 (4%)であった.

あぜぬきと排水改良が多くなっているが、これは現状の園場条件に対して「区画の狭さ」

と「排水性の慈さJの「問題度Jが特に高かったのに対応している。ただし、 「問題度J

が高いわりには、それら 2つの「固なおし」の実行はほぼ3戸に 1戸の割合にとどまって

いることは注目される。

注3)稲作の規模拡大志向農家を町役場が組織したグループ(名称は「多古町やる気条

団J。ここではY集団と略称する)で、研修等を実施している。町役場にはメンバ

ーの台帳 (93年 8月調査)があり、そのデータを整理した。以下も特に断らない

限りはY集団のデータは台帳にもとずく。 Y集団は多古町全域からランダムサンプ

リングしたものではなく、同町の水回作経営ではいくらか相対的に大きな規模の経

営が参加している。
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(2)生産者による水田の機械作業適性の評価

Y集団のメンパーの農家が耕作する水回の平均区画面積は11.1 aにすぎず、枕地割合の

土留加等から 6条乗用回値機等の比較的大型の現行農業機械が作業効率上不適になる。問題

視されている排水性の悪さは、地耐カの低下から乗用機械の利用に障害がでることが予想

される。つまり、多古町の旧整備水間では、営農上の障害として農業機械の大型化に対し

て適応しにくい状況が広範に現出しているものと想定されるa

メーノレ調査では、このような状況を明確に把握にするために、生産者による水田の機械

作業適性の評価を実施した。現状の水田において支障なく作業できるかどうかを暗涙設置

の有無に分けて使用する機械の種類・サイス1別に生産者自身に判断してもらった。表3-1-

2はその集計結果である。ここで示した機械作業適性指数は、メール調査で設定した判断

の選択肢のうち、 「ほとんど支障のない機恥に当てはまる場合を 1点、 「多少支障のあ

る機減」に当てはまる場合を 0.5点、 「明らかに支障のある機械Jに当てはまる場合をO

点として機械の種類別に集計して平均値をとったものである。つまり、対象者のだれもが

ほとんど支障ないとしたときがOで、だれもがあきらかに支障があると認めたとき 1にな

る(ちなみに、この指数が0でも機械作業が全く不可能とは解釈できない) 0 

表3ート2多古町の水田における農業機械の作業適性

機械名 規絡 暗渠あり H音渠なし 両者の比

2条 1. 00 1. 0 0 l. 00 
歩行田植機 { !条 1. 0 0 O. 7 1 l. 41 

6条 O. 7 1 O. 2 9 2.45 

O. 7 5 O. 2 5 3.00 
乗用田1直機 6条 O. 6 4 O. 1 3 4.92 

8条 O. 3 6 O. 0 0 +∞ 

2条 1. 0 0 O. 7 9 l. 27 
コパン{~条 1. 0 0 O. 5 6 1.79 

4条 O. 5 6 O. 2 5 2.24 

O. 7 9 l. 27 
トラクター 30ps . O. 8 8 O. 4 3 2.05 

45ps O. 4 4 O. 0 0 +∞ 

注)右側の比以外の数字は機械作業適性指数を表す。アンケ
ト調査で明らかに支障のある機械には×、多少支障のある

機械にはム、ほとんど支障ない機械にはOをつけてもらい、
×を0、ムを O. 5、Oをlとして集計し、その平均値を縫
械作業業適性信数とした。
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機械作業適性指数はどの機械についても、暗涙のある圃揚の方が高く、また、作業幅な

いし馬力が大きいほど低くなっていた。注目すべきは、暗涙のある園場でも 8条乗用回植

機や45馬力トラクターの機械作業適性指数は 0.5を切っていた。これは、排水性がある

程度確保されたとしても区画の狭小性が障害になっていると考えられる。暗撲のない闘場

になると、すべての乗用田植磯、 30馬カ以上のトラクター、 4条コンパインについては

機械作業適性指数は 0.5を切っており、 8条乗用問槌機や45馬カトラクターの機械作業

適性指数はOであった。

多古町の水田圃場は機械の作業適性の視点からみれば、現行の上級の農業機械が不適な

水田が多い。特に、鵬草がない場合は、田植機の乗用化すら困難になっており、今の水田

作中心の専業農家層が普通にもっている 5条乗用問継機や4条自脱コンパイン等の乗用の

中型機械体系の導入障害となっている。このことは、稲作の規模拡大の際に農地の蕊盤条

件に規定されて省力化を図るためのより大型の乗用農業機械への更新が困難になり、規模

拡大に見合った作業能率の向上が頭打ちになる傾向を意味する。

(3)水稲の作付規模と単収の関係

整備不良水田の営農上の障害は機械利用と省カ化の制限にとどまるものではないと考え

られる。 Y集団のメンバーの農家が耕作する水団の平均区画面積は11.1 aにすぎないが、

このような臨場区画の狭小性は、当然のことながら水回の経営規模を拡大した場合に圃場

枚数の著しい増加をもたらす。 Y集団に属する34戸の稲作農家について園場分散の状況を

整理した結果を図3-1-1にプロットした。

国3ー卜l 水回経営規視とほ場骨倣

多古町やる気集団の場合
70 

" 
冊す …........----0..... 

ー 一一一一一ー ふ12

5(1寸........・戸 一一一 ー一ー一一ー....-c;←ーーーー一.._--.・e・...........+10

臣
蔵

8

6

 
20ト… ・J…__A_O!O企 … ..............…ー…一一一一一一ー い回

| 企ドF O I 
10+孟-;...-0>…判合一.色 白 .......... .........1， 
J 8'ò司∞~'" 8'" I・ 叫I"l;'% oAi1方通作四回11
100 2曲抑制蜘側 7向。

水田経宮面倒{自作地+借入地、 aJ

-60 -



最遠方通作距離(自宅から一番遠い圃場までの距離)は、ぱらつきが大きいが経営面積

に比例する傾向を読みとることができる。闘場の枚数(最小利用単位の区画数)も、概ね

経営面積に比例している。注目すべきは、水田経営面積が5haで早くも園場枚数が40枚を

超過する傾向を示していることである。

闘場枚数が多くなってくると、移動時間が長くなって労働時間を余計に投下しなければ

ならないだけでなく、肥培管理の単位数が士闘えるため管理水準の粗放化を招いて収量面で

も問題がおきることが懸念される。水田の排水性の悪さは地耐力のなさから農業機械の利

用に問題がでるだけでなく、還元土壊による秋落ち現象や水位のコントローノレができない

ために水管理 ・施肥に問題がでて収量性にも大きな影響があるはずである。そして水田の

排水性には有益費の回収可能性から所有関係、による影響もあるはずである。実際にY集団

の良家では、現在も効果ある暗渠が入っている闘場の割合は、自作地で54%、借入地で44

%にとどまっており、全体として高水準にないだけでなく、排水性に関して両者の格差が

あるものと考えられる。このことは、借地の割合の増加による収量性の悪化が予想される。

このような収量性への影響が本当にあるか、また、ある とすればどの程度の影響をもた

らしているか。これらの聞いに答えるために、Y集団への既存の調査 (y集団台帳)のデ

ータ(サンフワレ数27)を利用して、水田規模と水稲単収の関係を定量的に解明した。

このデータを用いて水田経営規筏 (S;単位ha)を説明変数とし、コシヒカリの単収

(y;単位kg!10a)を被説明変数とする回帰分析を行なうと、次の結果を得た(括弧内は標

準誤差)。

y=  559.0 - 12.27・s r =0.505 

(28. 1) (4. 20) 

この結果から、水田の経営規模拡大につれて実に水田 1ha滑につき10a当たりで約 12 

kgも単収が低下していることがわかる。

経営規模の増加は、通例、借地面積の増加、圃場分散の進行、相対的な低豊度化を伴っ

ている。規模拡大に伴う単収低下の要因としては規模と共変動する農地の質的変化に着目

して分析する方法が有効であろう。

Y集団のメンバーの稲作収量に影響する要因を調ベていくと、ひときわ顕著な現象とし

て、借地割合が高くなるほど単収が大幅に低下するという関係が浮かび上がってくる(図

トト2)。実際のところは借地率が培えると他の要因も一緒に変動するので、 2変数の関

係だけから借地率のみが単収に及ぼす影響を正確に推し量れないことに留意すべきである。
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図3-/-2借地率と水稲単収の関係
多古町やる気集団の場合
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多変量解析(蓋回帰分析)の手法で、個々の農家が直面する土地条件の水稲単収への影

響を調べた結果を次に示す。収量に影響する要因(説明変数)には、借地率(泳困の経営

面積に占める借入地の百分比)、圃場分散度(園揚までの最大通作距離のキロ数と踊場枚

数との積の常用対数)、地区別単収格差(農業共済の基準単収の地区別等級格差)、暗渠

鮫償率(水間の経営面積のうちのE音渠施工済み面積の百分比)の4つの土地条件を取り上

げた。この分析結果によれば決定係拶Cが0.55であることから、栽培技術等の要因を除いて

も土地条件のみで農家間の単収絡差の少なくとも半分以上が説明できることを意味してい

る。各要因の 10 a当たり収量への単独の寄与は、借地率が 10%増加すればマイナス6.

60旬、臨場分散分散度が 1だけ(最大通作距灘のキロ数×圃場枚数がたとえば10から 1

00まで)増伽すればマイナス11.0旬、単収の低い地区に当たっていれば(農業共済の地

区別等級の 1、2等が3、4等に落ちると)マイナス13.2kg、時渠設置率が 10%増加す

ればプラス1.80kgとなっている。

Y=-0.6595X，ー11.04X. -13. 18X. +0. 1803X. +558.9 

(0.2702) (11. 74) (9.84) (0. 1137) (23.3) 

ただし、 Yは農家別コシt州単収 (kg/l0a) X，は借地率、 X.は分散度、 X.I土地区差、

x‘は暗渠率である。推定した係数の下の数字は標準誤差である。

この重回帰分析の結果でも自作地と借地の単収格差(借地率の0%から 100%までの

増加に相当)は1俵強になっている。この格差の原因には、回場整備の水準が多古町内で
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全体的に低いなかにあって小規模とはいえ自主的に土地改良するかどうかで土地の豊度が

異なっていて、なおかつ、自主的な土地改良には自作地と借地で実施水準に開きがでる事

情があるのであろう。見方をかえれば、一般に岡場整備事業には農地の豊度を上位均等化

させ岡場開の単収絡差を縮小する働きがあるのであるが、旧園場整備地区が大半を占める

多古町では岡場開の単収格差が大きいのは当然であるといえる。それでもまだ、この自作

地との 1俵強の単収格差の数字は一見大きすぎるようにみえる。だが、一方で借り手にな

るやる気集団のメンパーには精農家が集まっていてその平均水稲単収が町平均より高水準

であり、他方で借地にでてくるような水回では以前に耕作していた現在の貸し手農家が農

業に熱心でなく町内でも相対的に良質でない燥地になっている公算が高い。この両者のギ

ャップを考慮すれば 1俵強の格差もありえない数字ではない。経済的合理性のみを考えれ

ば低質な農地は借りないほうがよいが、親戚や縁故者から頼まれて耕作する借地が多い現

状では、借り手農家はこうした自作地と借地の堂度格差を甘受しなければならない。

以上の分析では土地基盤条件の制約が階層性をもっていることに留意しなければならな

い。区画の狭小性や排水性の悪さに代表される岡場条件の在り方が、どの農家に対しても

作業能率と単収を引き下げる効果をもつだけでなく、とりわけ相対的に経営規模の大きな

借地経営に対してその引き下げ効果が大きいことが注目される。

4.規模拡大農家の稲作の技術構造と生産費

(1)経営の概況

寺田経営は、 Y集団のメンパーであり 、千茶然多古町では最大規模の水田決業の家族経

営である。 1990年頃から旧整備問揚地区において水田経営規模を急速に借地で拡大し

た。経営耕地面積(l994年)は、水聞については自作地 1. 2ha、借地6. 8ha、畑

については、自作地O. 3ha、借地無しである。作物別作付面積 (94年産)は、水稲 7.

o 2ha、葡萄O. 4haとなっている。家族労働力は、昭和55年に 20才で学卒後新規就

践した経営主 (34才)、その父(昭和9年生まれ)、母(昭和12年生まれ)の3人であ

る。就業状況は、経営主は年間決業従事回数が250日(うち、水稲作230日、ブドウ作20日)、

他に淡関期に若干臨時雇用がある(年50日程度)。経営主の父は植木屋勤めが主で年間農

業従事日数100日(うち、水稲作 20日、ブドウ作 80日)である。経営主の母は年間農業

従事日数300日(うち、水稲作 100日、ブドウ作200日)である。

経営概況を次の表3-1-3、表3-1-4、表3-1-5、表3-1-6に示す。

-63ー



表 3-ト3寺田経常の陸宮tlIJIi面咽および作付面積 単位， . 

量管f!地面積 作付面積

地目 自作地 d、作治 合計 水稲 葡侃j

同 1 23 6 80 803 702 10 7 1 2 I 

蝿 30 。 30 。 30 

合計 1 63 680 833 702 40 

住)平底6年 8月現在. ，J、作地には利用組1I!l!"していない島均金古tr.
闘の佐官f!治面積には作物作付組以外に宵苗ハ ウスm地と体41胞を宮む.

表ヨー卜lf寄宿陸宮まのホ罰品担制作付面噛および平年単収

愛子1-5寺田経宮町作Jl!J!'J畳庇面調(平底 5刑 判定， . 

表 3-1-6寺田経宮町保不f首長銀労働力と瓜量状況

E員集従事 al'i: 良外統領畏

離柄 生年

相聞係 プドウ 合 J' 日歓 ..掴

経l!主本人 1960年 230 20 250 60 臨時・!l!1篭.Q::OJ等

経営主の父 1934年 20 80 1 00 100 臨時被木星勧め

経営主の~ 1937年 100 200 300 

住}罰聞係には当持経営の水調作主総血痕からの副作作業畳託金会む
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機械装備は次の表3-1-7にまとめた。

き隻 3イー7 主主EヰEご蓬迄G積一一竪ε雲隻 (千葉県多古町水稲7.0ha葡萄O.4ha}

機械施設名規格 ・型式 取得年次償却期間取得額年償却額分担率稲作償却費

新品・中古別 償却済 万円 万円 稲作分 円/10a

トラクター 25PS D-?Y付 S63年・新 8年 2 7 0 3 O. 4 7/8. 5 3576 
トラクター 40PS ?ロサ?-!7' H 6年 ・新 8年 3 3 0 3 7. 1 7/8. 5 4365 
トラック 3トン H6年 ・古 4年済み 20 o 1 。
トラック 2トン H2年・古 4年済み 10 .0 1 。
トラック 軽 H5年 ・新 4年 8018.01/2 1286 
トラック 軽 H3年・古 4年済み 25 .0 1/2 。
田植機 乗用6条 H5年 ・新 5年 180 32.4 7/8 4050 
田植機 歩行4条 S63年・新 5年済み 40 .0 1/2 。
播種プラン ト 一式 H5年・新 5年 28 5.0 1/2 357 
土入機 H3年 ・新 5年 12 2.2 1/2 157 
コンパイン 5条GT H6年2年tt; 5年 330 59.4 7/15 3960 
乾燥機 21石 H63年3年落 8年済み 40 .0 7/8 。
乾燥繊 30石 H4年・新 8年 130 14.6 7/8 1825 
乾燥機 43石 H5年・新 8年 140 15.8 7/8 1975 
ミスト機 Hl年 ・新 5年 10 1. 8 1 257 
動力噴霧機 日 5年 ・新 5年 17 3. 6 1 514 
刈り払い機 H5年 ・新 5年 9 1. 6 1 229 
籾摺り機 5インチ H5年 ・新 8年 70 7.9 7/8 988 
計量器 S63年 ・新 B年 25 2.8 7/8 350 
フォークリフト1.5 t H4年 ・古 4年済み 3 .0 1 。
送風機 H5年 ・新 B年 15 1. 7 7/8 213 
構掘り機 H3年・新 5年 15 2. 7 1 386 
首箱洗い機 Hl年 ・新 5年 5 0.9 7/8 113 
ノ、ロー喧 2. 4皿 Hl年・新 5年 40 7.2 7/8.5 847 
ロータリ 2. 0皿 H6年・新 5年 35 6.3 7/8.5 741 
畦盗機 H3年・新 5年 50 9.0 1 1286 
鉄骨乾燥舎格納庫B1r:rf H4年 ・新 26年 300 10.4 1 1484 
鉄骨乾燥舎格納庫135r:rf H5年・新 26年 400 13.8 1 1978 
ピニーノレハウス 150r:rf S60年 ・新 15年 15牢0.5+3 0.6 1/2 43 
ビニールハウス 150r:rf S60年 ・新 15年 15*0.5+3 0.6 1/2 43 
ビニールハワス 150r:rf H5年・新 15年 15本0.5+3 0.. 6 1/2 43 
ピニーノレハウス 150r:rf H5年・新 15年 15*0.5+3 0.6 1/2 43 
ビニールハウス 150r:rf H5年 ・新 15年 15牢0.5+3 0.6 1/2 43 
ピエーノレハウス 150r:rf H6年・新 15年 15*0.5+3 0.6 1/2 43 

総 額 3 1 195 

注)使用していない機械は除外.償却費は定額法により、残存価値を取得額の10%として算出.
共同所有の機械施設は歩行回値機のみで、他はすべて自己の持ち分.分担率は稲荷作と機械

作業受挺の併用分だけ低くなっている.1994年 8月現在.

-65ー



(2)圃場条件と土地利用

図3-1-3、表3-1-8に水稲作付地の悶揚の配置と属性を整理した。経営規模の割には園

aJ 3-/-3 寺 田 ;f¥蚤 '主ta:>オ丈 平倍 f乍 f寸匝訂場号
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事長 3-トl?4字国経営水稲作付圃場

膏個a号・1(::)1間1~.~l 品種|融位

1 94 1. 5 15 コシリF 。
2 94 1. 52 15 :ln，*， 。
3 92 1.48 10 ::rl/t.' 。
4 94 l. 59 10 t ~J"" ν 。
5 94 1. 68 10 tトメ車'. 。
6 94 1. 79 13 UJ""レ 。
7 94 1. 81 15 tfl阜'レ 。
8 92 1.2 5 :I!It.' 。
19 0 99220l 9l3I110 5 昨ヨシ日凶，， 。。
Ir 92 0.94 15 ::r!ltj， 。
12 92 0.89 16 ヨシtll 。
13 93 0.83 16 ::r!ltj， 。
" 93 0.81 6 :r!ltj， 。
15 85 0.57 10 :rl/t.' 企
16 寧 0.48 10 ヨシtJI d 
17 93 0.48 8 ヨシtll 。
18 89 0.87 10 UJi'"， d 
19 

992200. .859110 0 tヨトレ川t，'V FA 3 20 
21 92 0.44 10 ::r!lt.' 。
22 92 0.39 10 ョシtJI 。
23 92 0.46 10 :r!lt.J 。
" 92 0.44 10 :I!lt.， 。
26 92 0.41 4 ヨーtll 。
26 申 0.37 12 ョシt" 。
27 事 0.02 15 :r!lt.J 。
28 事 O四 15 コシtll 。
29 

事$00.1 H5 14 0 :I!It.J 
0 0 30 ヨシt，

31 89 0.2‘20 :r!lt.' 。
32 89 0.2 20 :r!lt.J 。
33 申 0.26 37 tfl車aレ 。
M 車1.57 10 1H:rTt 。
35 85 0闘 4 1H:rTt 4ミ
36 89 1. 05 9 1H:r叶 企
37 85 1. 24 10 1Hn1 4込
潤 85 1.31 4 1H:rTt 企
39 

889511005 7Zl5 S そ，
0 & '0 ョシt'.. 89 1.02 15 :rl/t.， 。

42 89 0.98 10 1H:r7f x 
'3 92 0.98 10 :r!lt.' 。
<< 92 0.98 10 

明hマ' d 
'5 92 0.96 5 アキタヨ-.t 。
'6 92 0.85 20 7キtll 企

'7 92 0.83 10 1H.' d 
'8 92 0.91 20 7キt" × .. 

99220O，.983117 0 1H.' × 
50 アキt， × 
51 92 0.78 3 1H" × 
52 920.722 7キtll x 
63 92 1. 24 10 nt:r，.守 x 
副 93 3.38 10 7キtll x 
55 93 3.49 5 7今日7 A 
66 93 3.49 5 1H.' d 
67 93 3.46 5 1H.， d 
58 93 3.46 5 7キtJI ι 
569 0 9911345571210 0 7キtll × 

1H. t与
61 

9891 ‘053732lO 0 1HjJ 。
62 コシu 〉巴

住}年放は昔り入札聞拍年?申は自作地 {IOOA4F.' 
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表3-1-9に、寺岡経営の水田闘場の属性を自作地・借地別に整理した。借地については、

さらに 89年以前の借地と急速に面積を湘やした 90年以後の借地とを大別した。この表

で特徴的なことは、自作地、 89年以前借地、 90年以後借地の順に、平均距離がそれぞ

れO.38畑、 O. 81km、1. 51kmと長くなり、平均区画面積が 14. 1 a 、12. 

5 a、 10. 4 aと狭小になり、岡場条件が次第に不利になってきていることである。排

水性も借地の方がよくない。

こうした悶場条件は稲作の作付けにも影響を与えている。コシヒカリ作付率が自作地、

89年以前借地、 90年以後借地の順に 75%、46%、43%と低下している。経営主

によれば、なるべく収益性の高いコシヒカリを作付けしたいが、この地方では例年9月半

ばから長雨が降り、 8月中にはまだ収穫期を迎えないコシヒカリのみの品種構成では収穫

期間が長くとれないために早稲品種を作付けしているという。特に借地図場では、雨に降

られると土嬢の排水性が悪いためにコンパインが闘場に入りにくくなり、収穫適期を逃し

やすくなるので早稲品種の作付け比率が高くなっている。早稲品種の収秘は通例8月下旬

であり、夏の日差しで圃場の土壊が乾燥してコンパインの作業性は良いという。

.3-，ト?寺田経省におげる自作焔 ・僧泊耐水悶圃4・の属性【平民 6年}

自作地 f智治 1& 細企 f骨組 自作地

回年臥・11 90年臥後 +借地

水図面調 印a) 1. 1 3 J.53 '.2' 6. 89 7. 02 

平崎臣瞳 (..) O. 38 O. BJ 1.51 1. 35 1. 22 

圃 8・・~ (歓) 8 JJ " 54 62 

区画面唖 {叫 1.". 1 12.5 J(J. # 1 O. 9 1 1. 3 

緋水位 + O. 9 十 O.J +0.< +0. 4 + Q. 5 

水初単収 (60.，) 8. 4 8. < 8，< 8. 4 8. 4 

:I!ttU 作付事 O. 76 O. #6 O. #J O. "3 O. "8 

A1)上配水図面積は不作付絢および舗作tl外町作付地金含んでいない

2 )同s・・kは実際に畦昨で問主れている組立した区岡(f!区}の111:である

3 )平均距眉は各回樋町自宅からの直IU，;腫町合1ft-圃1II111:で障して算出
4)鉾水性的繍僚は.経営主町判断によ って、 1*水位に悶圃なしの聞樹に

+1.多少間圃がある凶舗に 0、かなり悶圃のある同樋に-1骨骨点金

与えて合計d託金だし.圃崎111:で陣して算出

5 )水割単収は、経営主が権定した闘樋副品積別10.'当たり平年収At-mぃ

て.作付しているすべての品担金込みにして算出

6) ヨシヒカ 9 作村邸I~. コシヒカ 9 t-作付けした闘栂の枚歓を各区分の

圃a・・kで障して算出
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水稲単収は、自作地、 89年以前借地、90年以後借地のいずれも 8.4俵であり差が

ないが、これは、見かけ上地力の差がないようにみえる。ところが、実はコシヒカリ以外

の早稲品種は本来コシヒカリより単収が 20から 3Okg/l 0 a程度は高いので、本来な

らコシヒカリ作付け率の低い借地図場ほど平均単収は高くなるはずである。つまり 、借地

の悶場では、排水性の低下などにより本来の単収を実現できないためにコシヒカリ以外の

品種の単収が低下しているのである。だから、実際には、見かけ上と違い、借地のほうが

収量性は低いと判断される。

この経営では、自作地が多くて自宅に近い周場と新たな借地が多くて自宅から遠い悶場

との関で品種選択が異なっており、外側に向かって集約度が低下する傾向が確認される。

同じ稲作でも、相対的に集約度の高い内闘と集約皮の低い外闘という圃場利用秩序が成立

している。なお、排水性がよくないため、~・大豆 ・野菜等の作付けには不向きであり、

転作は休耕と他用途利用米で通している。

(3)稲作の技術構造

寺田経営における稲作の作業日程および労働時間は、表3ー1-10のとおりである。寺田農

家における作業分担では、春と秋の差是繁期は経営主とその両親の3人体制になるが、それ

以外の時期は経営主一人で作業することが多い。

雲監 3イイO 寺由経営における稲作のイ乍蝿目寝とイ乍揖時間

月 作集名 時 閉 手 自 資材。散畳・その他 人員 時間 h/lOa

2 水勝ヨ路伝ウ碕'1【修Jl 回L}り(2回〉 4ラOPイSムローソタワ リ2m20k，/量 5径110， g ! 

3151*り((ろっけ}
繍・宵苗

u車旬 (-4/10)

旬-5月 措積は5固にわげる 1-3 
4 肥代図料か植ふえきり (甚肥) j2715こ~~干官 自SK53?題tz(底分削O

行量四隅l左手値え

5 I !'~~:り ，，!m~n<1'旬 軍程三施ストSラトE織ぃ. ザーク 3同 (-61<<)/10・
毎眠巨富主が見回る

!1311:問 中 尉 で g維持1後 ilj量堅持吉田幹夫る

75ETi断層弘 lU~r判官書目前 メミミ'1スりス払トトi、. 量壁掛宅 ~~m:g:m i j 
8 1 !~~~~:lf~~l Uft:月上旬 刈自ミ脱旦ス払コト8いJ・唱，、イン 野草警の当面軍諜賄 11 

-9月φ旬 2-3 
9 乾会縁関製 8月下旬-9月中旬 乾フ燥ォsーaクmリすフりト織 1. 0 
1 0 a 当たり挺豆ベイ乍量削寺間 (主産守見守fthセr-tく) 訂3時間/IOa

-69 -



労働時間の内訳を表3ー1-11に示した。都府県5~ 1 Ohaと比較すると、総計で若干膨ら

んでいるが、作業別にみると除草・防除の時間などは減っている。寺田経営では規模拡大

する前のときと較べて単位面積当たりの追肥や水管理の作業時間が減少気味であるという。

零細闘場分散で全体の作業時聞が膨らんでいる一方で肥培管理作業の管理集約度が低下し

ているわけであり、興味深い作業技術構造となっている。問題は肥培管理作業の管理条約

度低下の原因であるが、第 1に考えられるのは、稲作とブドウの複合経営である寺田経営

では経営主一人で肥矯管理作業に対応することが多いために十分に時聞がとれないとのこ

とである。第2には、規模拡大により獲得した農地の質の問題であり、間断潅水等の水の

豚け引きをやりたくても排水性が悪いとうまくできなくなっており、管理条約度を高める

受容カに乏しい農地が多くなっていることが原因に考えられる。

表3ナI1号箇経営における稲作作量制胃.時間

都府県 T.経営 側考

区分 5-1ωul 7 b. 

種子予措・苗代一切 4. 3 4. 7 

本田勝起且び畢地 2. 9 2. 9 秋勝なし・代かき 1回がけ

基E O. 7 1. 1 

関植 4. 1 3. 7 乗用6条使用・舗備なし

迫肥 O. 9 O. 8 

除草 1. 3 O. 6 陸軍刑 1回・ひえ鉱き一陣

かん排水菅纏 5. 1 8. 1 水回り・畦草刈.f~掘り等

肪陪 O. 7 O. 2 空間食 (2回)の迫加分のみ

稲刈り且v脱脂 4. 0 4. 2 理鋼R'巨2台直周の場合あり

靭乾雌且v師摺り 1. 9 1. 0 靭置の処理・置慢なし

生産菅理労働 o. 6 1. 1 稲作話営者会畢研修等

包労働時間 26.528.4 (単位時間/10・1

住}平成5年且び6年の実掴をもをに聞き取りにより作成ー吊害等に

よる倒外的対応の作集についてはM .
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(4)稲作の生産費

生産費の算出方法は農林水産省の統計情報部の米生産費調査に準拠した(農林水産省統

計調査の生産費は厳密には生産原価概念とは異なるが、算出方法が明確であり 、また、地

域別 ・規模別に平均像との比較対照が可能になるので、生産原価との也節を承知で用いる

こととした。なお、平成3年産から算出基準が改訂されているが、ここでは改訂された方

法を採用した。平成3年産から適用 されている益準では「生産管理費Jが導入され、 「生

産管理労働」の賃金評価も行われている。通常、事務経費などの一般管理費は製造原価に

含まれないので厳密な意味での生産原価とは甑厳が生じることに注意すべきである)。

賛同別算出基礎は付記の通りである。ここでは、特定年の生産費でなく 、標準的な投入

量を聞き取りして算出した(実際原価計算よりも標準原価計算の考え方をとった)。

以上の算出基礎から寺田経営の米の生産費を算出すれば、表3-ト12のようになる。比較

のために農林水産省の米生産費調査(平成4 年産)の都府県 5~ 1 Oha規模の生産費を併

記した。

費 J十 12稲作 の費目別生産費

同..処畿の.府県平均!tIUーとの比.

T.H営 a府県6-IOha 

lt 回 平成4年

10・当たり(円}

纏箇焚 1 626 3016‘ 

肥斜費 7306 9431 

J(剤費 4000 6892 

先機動カlt・ 2963 2963 

その他の路材斜費 1 286 14 1 6 

土lIIi1<良および水利焚 1 500 7471 

賃借科および料金 867 4960 

物件観および公.."負担 4 9 2 9 1 6 2 0 

建物焚 5 1 4 9 3 0 0 I 

員lIIAlt 33890 21 723 

生産管理焚 4286 1 48 

I/J H A' H 67590 62641 

タ!"lt 3 7 9 1 4 3 6 3 7 8 

費 用合 H 105604 9801.9 
劃藍砲事 36 1 9 36 1 9 

生産lt 102085 94500 

60k，当たり生直奏(円}

平成4年直単組ベース 1 2024 1 0372 

平年単収ベース 1 2 1 53 

径営S湾地面積(.) 838 826 

稽の作付面積{・} 702 638 

住}上犯の生iJlltlこは組内および費本刺子が含まれていない.

e聞の1111を営の安白は1II府県6-IOhaの平均と同ーとみな

した.T・径営の10・当たりおよび60k，当たり生産野".平

成 6俸のm・カ圃成'1II械鹿股滋倒・作付面積 銀術体系

を前後に算出した.T・儀嘗の.作の副幹収は.平成4年宣で

609k&/IO・....で8.<liI./IO. (平等作の織定}である.
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寺田経営の米生産の10a当たり費用合計は 105，604円であり、都府県の 5-10

ha (平成4年産)と比較すれば、 7.7%高い.農機具費、労働費等の費目が都府県同等

規筏平均より割高になっている。これは、排水性の惑い圃場条件のもとで、通常の4輪ト

ラクターでは走行しにくいのでゴムクローラタイプ(キャハ.;;)のトラクターを使ったり、

また乗用問植機が利用しにくいので歩行田植機を使ったりするために、機械装備が多重化

する傾向が反映しているものと考えられる。

60kg当たり生産費(地代・資本利子含まず)を比較すれば、都府県の 5-1 Oha 

(平成4年産)より寺田経営{平成4年産)の方が 15. 9%高い。 10a当たり生産費よ

り較差が開いたのは、単収較差があるためである。

平均値とダイレク トに比較したときの格差がそのまま未整備回のデメリットに相当して

いるわけではないが、排水不良による機械装備の問題や借地の単収低下問題を考慮すれば、

規模拡大のメリッ トが十分に現れていないことは、この比較から明らかである。

未墜備聞での稲作の規模の経済は、ぐずついているというよりも、悪条件のもとでかき

消されているといった方が適切である。むしろ、借地を減らして規模を縮小すれば、単収

も士闘えるであろうし、機械装備の多重化も不要となろう。この事例分析と規模拡大希望農

家への調査結果とを併せて考えれば、現状では、おそらく 5haもいかないうちに規模の不

経済に直面しているに違いない.

5.結語

整備不良水田を与件とする地域において稲作における規模の経済は制約されているか。

その制約はどのように起きるか。これらの問題に答えるべく本節では、千~県の多古町で

の事例を検討した。明治時代に初期の土地改良を実施した旧園場整備地区である多古町に

おける水回作の規模拡九志向経営とみられる農家群に対する調査では、自作地・小作地問

格差を伴った狭小区画や排水不良に代表される土地基盤条件と関わって、作付け面積増に

伴った水稲単収の低迷 ・乗用機械の利用制限(現行の歩行機械のままで労働費が績むこと

になるか、もしくは、特殊な機械の導入で省カ化につながる乗用機械化は可能だが燥機具

焚が績むことになる)等の現象によって規模の経済の制約が現れていた。単位生産物重量

当たりの生産原価でみれば、水稲専業下限規模のはるか手前の水稲 5haクラスの前から平

均的には規模の経済は消滅していて、むしろ規模の不経済の局面にはいっているとみられ

る。このことは、米価下手喜や兼業就業と成業との競合がきっかけで貸借燥地市場が緩和さ
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れでも、狭小区画や排水不良といった土地基盤条件が改善されない限り 、上層経営が土地

を入手できても経営上の有利さがあまりなくなってくるので農地の流動化とその帰結とし

ての水稲中心の大規模経営の成立が滞るということを意味する。整備不良水団地域では、

平温地であっても稲作経営の上向展開の過程(相対的上層農への土地集積の過程)は土地

翠盤条件からの強い制約を受けているといえる。こうした整備不良水田での規模の経済性

八の制約は、 一方で米価の低迷と生計費の上昇のもとで稲作専業下限規模が年々底上げさ

れ、また、他方でより大型で高性能な機械が次々に登場するなかで年を追うに従いより顕

著になってくるであろう。機械技術に取り残されて闘場それ自体の相対的な陳腐化が年々

深刻になってくることは明らかである。

引用文献

山農林水産省構造改善局監修「新しい構造政策の展開J 1985年地球社

[2]玉城哲・永田恵十郎『水田の基盤整備』日本の農業55 1968年

[3]木村伸男「水間作経営の発展とほ場整備J r長期金融J6 9 1989年

[4]宇野忠義『現代稲作の生産カ構造』農業総合研究所研究叢書 109号 1989年

付記

・種苗費 1525円/10a

7割自己更新とし、 (0.6円本0.3+0.3円*O. 7) / g * 170 g /箱*23箱/10aで計算。

・肥料費 7305円/10a

10 a当たり、ヨウル5袋、 NIO・20kg、NK(17，0，17) ・10 k gの投入で、単

価は、順に1210円/袋、 640円/袋、 1230円/袋(1袋=20 k g) とした。

・薬剤j焚 4000円/10a

総額でずサ 14万円、グコレート 2万円、 7タハ・.:;2万円、へ.T'.;-ドT・スタート5万円、 7シ・Pン

・そンカyト乳剤 5万円、計28万円

・諸材料費 1 286円/10a

育苗用情土を全部で6袋 (500kg/袋)、 15千円/袋として算定した。

・土地改良および水利費 1500円/10a (概算)

自作地分は約年 10万円。借地自己負担は10aのみ。
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-賃借料および料金 857円/lOa

航空防除2ha分(ほかは地主もち)3000円/10a

-物件税および公課諸負担 4929円/10a

固定資産税農業分年約5万円 自動車税 1. 6+1. 2+0.4万円

部落関係費 年約5万円 自動車損害保険 17+4+0. 3万円

・建物焚 5149円/10a

建物償却費

ハウス等補修

年 14 8 4 + 1 9 7 8 + 4 3 * 6 = 3 7 2 0/10 a 

年 10万円程度=1429/10a

-燥機具費 33890円/10a

年間償却費 27475円/lOa 苗箱 200円*23箱15=920円

修理費 5495円/10a (農機具費の 20%とみなした)

・光黙動カ焚 2963円/lOa

決林水産省の生産費調査平成4年産都府県5~ 1 Oha規模と同等とみなす

・生産管理費 4286円/10a

物品が年10万円、研修参加費・旅費が年20万円程度。

・労働費 37914円/10a

投下労働28. 4時間/10aに 1335円/時間(都府県平成4年平均)の単価で計

算した.労働費については千葉県の労賃水準を用いないで都府県平均をとっているが、

これは同等規模の都府県平均との比較のためである。

-副産物 3519円/10a
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第2節 水回の大区画化・団地化による米生産費の低減効果

1. 目的

水閏の団地化 ・大区画化は、零細分散鈴岡制の所有形態に規定された耕地形態としての

零細闘場分散の克服を図る取り組みである。この取り組みは、たとえば、地域営農集団に

よる土地利用調整の結果実現した集団的土地利用、大区画園場整備事業およびそれに対応

した土地利用調整を図った地域的な営決再編、農地保有合理化法人等の何らかの農地保有

組織を介した借入地の交換耕作等において実施例をみることができる。だが、生産性の向

上があるとしても利害が錯綜してその実現は容易ではない。

これらの容易ではない取り組みが実現した腕にはどのような経済的メリットがどのくら

い期待できるかについての情報は、その取り組みを実行に移すべきかどうかを決定するう

えでの重要な判断材料となろう。さらに、その経済的メリットの解明は、零細園場分散の

デメリットを逆照射することにもなり、土地の所有形態に規定された耕地形態が水田作経

営の経営発展に対して課す制約から生じている潜在的な逸失利益を顕在化させることを意

味する。

団地化・大区画化による経済的メリットは、もちろん、最適操業度や作回選択等にも影

響するのでコストだけで把握されるものではない。とはいえ、ここでは園場条件の改善に

よる生産性の変化を技術的効率のレベルだけでなく経済的レベルの総合的な生産性を把握

したい。そこで、経済的にみた生産性を表示する一指標として、一定の生産物を得るため

に要した財 ・サーピスの対価であるコストを取り上げ、水田の団地化 ・大区画化による生

産性向上による経済的メリッ トをコス ト低減効果としてとらえたい。

水回の団地化ないし大区画化によるコスト低減効果に関する既往の研究成果では、省カ

効果のみの報告も含めてみれば、幾編かの報告uがみられる。従来の報告に対しては次の

ような諸点において問題点または未解明の課題を指摘できょう。

①大区画化による作業時間増加のケース

大区画化による枕地割合の減少→旋回・移動等の無効作業時間の減少というシナリオ通

りにいかないことがある。例えば、種子 ・首 ・肥料 ・農薬等の補給や収穫物等の排出の際

に、ある区画面積以上になるとロスが発生する場合がある 2) 大区画化による作業時間増

加のデメリッ トも十分に検討しておく必要がある。
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②機械化作業以外の管理作業の省カ効果

「かん排水管理」等の管理作業の省力化をどうみるかがまだ明確ではない。管理作業の

省カ効果も調査項目に含めた、大区画整備後に事業効果を調べるための農家を対象にした

アンケート調査叫も一部にあるが、大区画化による畦畔の総延長距離の短縮による草刈り

時間の減少等の省カ効果は自明であるが、自明でない省カ効果がどの作業でどれだけでる

かこそ問題である。

③経営規模によるコスト低減効果の差

経営規模が異なれば選択される機械装備や栽培方法等の生産技術が異なる。というのも、

機械のサイズ ・機種によって区画面積・悶場配位等の圃場条件の変更に対する能率変化の

大きさは当然異なってく るからである。少なくとも、当該経営が採用している機械装備次

第で団地化 ・大区画化によるコスト低減効果は影響をうける。どの経営規模でどのような

技術を採用している場合でのコスト低減効果であるのかを明示しなくてはならない。

③コスト低減効果の発現形態

コスト低減効果の発現形態については、当然のこととして作業能率向上による単位面積

当たりの必要労働時間(標準作業時間)の低減による労働焚の低減効果、ならびに、副次

的に、動力使用時間短縮による燃料費の節減効果が期待できる。これらの必然的に発生す

る直接的な効果に加えて、経営者の選択によってときとして異なる形態で発生する効果が

ある。燥機具焚をみれば、団地化 ・大区画化による作業能率向上のメリットが燥機具焚に

反映される形態はさまざまであり、たとえば、高能率で時聞が浮いた分だけ負担面積を場

やして得られる炭機具費の削減、 1台当たりの負担面積拡大による必要機械台数の削減を

通じた決機具費の削減、能事向上に見合う機繊のダウンサイジングによる燥機具焚の削減

等が考えられ、これらの組み合わせによる費用の削減もありうる。また、零細闘場分散の

ときと比べれば、闘場条件の改善によって節約された時間を実質的な管理条約皮の増大に

有効に振り向ければ、単位面積当たりの労働投下時間が一定でも、コスト低下につながる

単収増加が可能となろう。さらに、そのほかのコスト低減の形態もありうるだろう。観察

した事例で、どのような発現形態が現に発生しているか、実際にどの発現形態に可能性が

あるかを検討しなければならない。

本節では、上記の未解明部分の解明をめざして、大規模稲作を対象にして、作業種類別

の作業時間の増減効果をふまえたうえでの、水田の団地化ないし大区画化によるコスト低

減効果の定量的な分析と効果発現の形態および機構の笑態解明を行う。
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2.方法

これまでの水回の団地化ないし大区画化による稲作のコスト低減効果に関する調査研究

は、いくつかの方法に分類できる。第1は、機械作業時間の試算式を使う労働時間の推定

に蓋づく方法。第2は、現地実証試験等における特定の大区画闘場での測定データを基礎

に見積もりを行なう方法。第3は、営決現場の実績を内部資料や聞き取りから得られる情

報に立脚して解析する方法。第2、第3の方法は、第1よりはるかに実証的である故に有

効である。しかしながら、第2、第3の方法による従来の報告には次のような手続き上の

問題点を指摘できょう。

①観察対象の区画面積の設定

対象とした園場の区画サイズがさほど大きくなくて、たとえば、たかだか50a程度では、

標準区画に対するメリッ ト・ デメリットが顕在化しないか、もしくは測定誤差の範囲に収

まってしまうこともあろう。

②観察対象の悶場枚数の設定

観察対象の園揚が一枚だけのときのように少数に限定された場合、再現性の問題にとど

まらず、肥培管理の対象となる闘場の数が大区画化によって減少するメリットが把握され

にくい。つまり、木に目を奪われて森を見ない偏向に陥りやすい。たとえば平均 10 a区

画が 50枚の闘場から平均 1ha区画が5枚の悶揚になった場合における管理対象の単位数

の減少によるトータルの肥精管理作業の単純化 ・省力化といった、経営全体ないし部門全

体が享受するメリッ トの把握が必要である。特に、現地実証試験の特定の試験問揚を対象

にした経営評価では、 この点が問題となる。

③比較の対象

一定地区で園場整備事業ないし交換耕作事業の前後で比較を行えば、闘場墜備の効果を

検討する目的からは好都合であるが、事業前後で経営規模が異なってきて、機械装備も栽

矯技術も違っているこ とが少なくない。県平均と較べる場合も、経営規模の違いがあれば

規模の経済によるコス トの違いが入り込みやすく、闘場条件の差異のみによる原価差異を

検出しにくくなる。

以下では、上記の問題点の克服を念頭におきつつ、課題に接近する方法として第3の方

法を選択し、連担団地化された大区画水聞でなされている大規模稲作経営を選定して、ケ

ース・スタディを行った。取り上げた事例は、標準 1ha程度の区画造成を行った困場獲備

事業が実施された滋賀県野洲町の南桜集終において、闘場整備事業を契機に平成3年に設
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立された集落ー農場方式の地域営農集団(集落全戸参加で集落の農地と労働カを再編成し

た水田作の全面協業経営)である。南桜組合の平成5年産の作付面積は、水稲60.2ha(う

ち直播27.7ha)、表12.0ha、大豆 5.7haであり、単一の経営体としては相当規模が大きい。

水田の団地化 ・大区画化による稲作のコスト低減効果を把握するにあたっては、農林水

産省統計の米生産費調査の方式に準拠して、決場の作業日誌等の内部資料を整理・加工し

た調査事例の生産費を算出し、都府県最大階層の生産費指標と比較することとした。ちな

みに、岡場墜備前との比較を行えば悶場整備の効果を検討する目的からは好都合であるが、

事例では整備前後で経営規模が3桁に達するオーダーで違い、機械装備も栽埼技術も違っ

ている。闘場条件の差異のみによる原価差異を検出する目的に即して考えた場合、少なく

とも経営規模によるコストの違いを捨象するために比較対象との機械装備の近似性は確保

したい。そこで、単純比較ができない都府県最大階層をあえて比較対象とした。その際、

調査事例と都府県平均とでは、区画の大きさ等の闘場条件だけでなく、栽埼技術・労賃等

のその他の諸条件も統制されていないため、比較にあたっては事後的な補正処鐙をもって

両者の差異による影響をできる限り取り除くよう配慮した。

こうした方法は、いわば土地基盤に関して平均的状態と現状では最も包想に近い状態と

の実績値の比較からコスト低減効果を検討する一種の原価差異分析である.なお、ここで

問題となるコストは、一定の園場条件のもとで一定の経営資源と経営組織を有する経営体

が生産する場合に最も妥当と考えられる標準原価ないし予定原価でなければならないから、

実際原価を修正して比較することにした川。

団地化・大区画化によるコスト低減効果の主要な発現形態については、差し当たり次の

ように整理できょう。ただし、 二次効果は経営上の選択に依存して、ケースパイケースで

発現し、しかもいずれも必ず発現するとは限らないことに注意しなければならない。

，A単位面積当たりの必要労働時間短縮による労働費低下(主要効果)

一次効果一寸 (マイナス効果も含む)

全 I L B:単位面積当たりの動力使用時間短縮による燃料費節減(副次効果)

効~ ，C:作業効率向上に基づく単位面積当たりの農機具費の低減

果 I I 既存機械の負担面積増または当該作物の負担率滅によるもの

D:管理集約皮の実質的な潟大による単収精力日(労働投入不変として)

E:その他の効果
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注 1)文献[1]では、大区西国場整備事業の費用便益分析を行っており、特定地区

の園場整備前後の生産費の違いを省カ効果をベースに捉えている。文献[2]でも、

闘場整備前後の生産費の違いを省力効果をベースに捉えているが、 大区画化によっ

て作物選択が代わることも考慮している。文献[3]では、全国 7箇所で昭和 63年

度から平成4年度までに実施した大区画闘場での乾田直播栽培の現地実証試験の成

績がまとめられている。文献[4]では、大区画化による省カ化分を機械の負担面積

拡大の換算して農機具費低下のケ}スも試算している。文献[5]では r60a区画闘

場で団地化することにより、 20%のコスト低減が図れる」としている。

注 2)文献[6]では、汎用コンパインの場合、通常の回場内ターン方式の区画では、

「約2ha以上になると空走・移動距離が増えてかえって作業効率は低下するJと指

摘している。

注 3) r大区画回場経済効果に閲するアンケート調査結果J (宮城県農政部農地計画課

平成2年 8月)では、稲作作業時間(移動時間を含めない)の省力程度を 15の作

業区分について r1割未満Jから r5割以上Jの6段階のなかから選択させた。 10

a当たり稲作作業時間が3割以上減少したと農家が回答した作業区分は、 l{立水管

理で93%、2位畦畔草刈で74%、3位収穫59%であった。

注4)原価枕念については文献[7]を参考にした。

3.調査事例の概要日

1 )地域概況引

野洲町は、滋賀県南部に位置し、町の東部が丘陵になっているが、 60%が平坦地であ

る。町にはJR東海道線(箆琶湖線)の野洲駅があり、京都、大阪への通勤圏内にある。

本町は、京阪のベットタウンとして発展をとげ、昭和40年代以降 20年間で人口が倍増

し、平成3年現在の人口は、 32，879人に逮している。他方、企業立地も進み、産業

別就業者割合をみると、昭和45年には、第 1次産業29. 9%、第2次産業38. 1 %、

第3次産業32.0%であったのが、平成2年には、第 1次産業5. 1 %、第2次産業4

3. 5%、第 3次産業51. 1% (分類不能O. 3%)へと変貌した。

農家の兼業化も進行し、平成2年には、町内の総農家数 1270戸のうち、専業農家4

5戸、第 1種兼業農家31戸、第2穣兼業決家 11 94戸となっているo 第 2種兼業農家

のうち、世帯主兼業で恒常的勤務の農家は 7974戸であって、いわゆる安定兼業地域で



ある。町内には、平成2年現在、経営耕地が 1119ha、うち回が 1074ha、畑4

1 h a、樹園地が4haある。平成元年度の町の農業組生産額は、約 18億 5千3百万円

である。その内訳は、米が 13億6千9百万円、野菜が l億 8千4百万円、表類1億 5百

万円、花芥6千5百万円、雑穀豆類6千万円、その他である。 1046戸の農産物販売皮

家のうち、 769戸が稲作の単一経営農家であり、 207戸が稲作が主位部門の準単一複

合経営燐家となっており、稲作の比重がきわめて高い。

平成4年現在、南桜集落の総戸数は 99戸、うち「農家」は89戸(すべて第2種兼業

農家)である円。集落は平土且な地形にあって、集落内の耕地面積は、回が 71. 6ha 、

畑が4.0 h aである。経営耕地面積規模別農家数は、O. 3 h a未満が 16戸、 O.3 

以上 5h a未満が 9戸、 O. 5以上1. 0 h a未満が 27戸、1. 0以上1. 5ha未満

が32戸、 1. 5以上2. 0 h a未満が4戸、2.0 h a以上が 1戸となっている。農家

1戸当たりの平均耕地面積は、 O. 9 h aである。販売農家 74戸のうち、農産物販売金

額第一位部門が稲作である農家が 69戸を占める。

2) 闘場整備事業の概要

南桜集落のある地域は野洲町で最後に残った未整備地区であった。闘場整備事業の実施

に当たっては、事業費の農家負担に関し懸念を示す農家や30a区画標準の困場整備事業

で充分との意見の農家もあったという。南桜集落内において一般の園場整備事業 (30a 

区画標準)ではなく大区画闘場整備事業を選ぶことで合意ができたのは、大区画園場整備

の方が補助率が高いという理由である。平成2年 3月、南桜集落の土地改良区を設立して

事業推進の体制jを整えた。

平成元年度に「低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業Jが採択され、平成2年より実

施されている。同事業は、事業主体が県、工期が平成2年度から 6年度まで、受益面積7

5. 6 h a (水回 71. 6ha 、畑 4. 0 h a)、受益戸数96戸、総事業費 7億 680

0万(平成4年度現在)である。

図3-2-1に岡場整備後の平面図を示す。闘場の区画は、計画では、 100a区画(12

5mX80皿)が44. 7 h a (6 2. 4 %)、 50a区画 (125皿X40m)が 18. 

5 h a (25. 8 %)、 30 a区画 (75mX 4 Om)が8. 4 h a (1 1. 8 %)とな

っている。 100a区画の地域については、将来の一層の大区画化に対応できるよう道路

に図まれた一区画は段差のない均平区になっている。用水は、開水路である。排水は、 1

h a標準区画のほ場を流域とする排水路については管路化(ヒューム管) 2. 8 km、そ
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れ以外はコンクリート組立柵渠(アーム柵工) 3. 4 k皿である。道路は、幹線道路が幅

員6. Om、支線道路が幅員4. 0田である。なお、作業機械が道路から直後進入可能な

低段差皮道は実現していない。

事業前の区画の状況は、 1082 ~在であったが、事業後(確定換地)は 1 79筆になる

予定とのこ とである。仮換地では、団地化を進めているが、従前地を考慮した換地を送本

としている。現在までに仮換地上のトラブノレは特になかったという。

3)集落成場の設立と運営

土地改良区発足時に、園場整備後の営農の方向を話し合うために同改良区内に営農委員

会を設霞された。営農委員会は何回も開催され、時には深夜まで議論が及ぶことがあった

という。他方、平成2年から、県の水田農業活性化活動特別事業の濃密指導地区(平成2

-4年)に選定され、湖南地区操業改良普及所の水田農業推進班の指導を受けた。平成2

年 12月、営農委員会は、集落ー農場方式の委員会案を決定した。営農委員会は、普及所

同席の上で、地権者に対し説明会を開催した。条署喜一段場方式については、一部の農家か

ら反対意見が幽されたが、集蒋の大部分の農家の賛同を得た。

こうして、平成3年 3月、営農委員会と関係機関の努力の結果、 81戸の参加を得て、

南桜農業生産組合を設立した。その後、平成5年 3月には、生産組合への集落内農家全戸

加入を達成している。現在、生産組合の組合員数は 91戸で、うち集蒋内農家が89戸、

入作している集落外の農家が 2戸ある。なお、関場整備地区内に入作を行っており、組合

へ参加していない集落外の農家も別途2戸存在している。

平成6年度の組織の構成は、組合長のもとに、組合長を補佐する副組合長の他、栽埼班、

機械施設班、労務Z圧の3つの班がある。総会が最高の意思決定機関であるが、通常は「企

画会議Jと3つの草圧が業務上の意思決定を行う。役員は、組合長 1名、高IJ組合長 2名、会

計1名、理事 18名、監事2名である。平成6年度からは、役員の改選および組織構成の

見直しがなされ、 2代目の組合長には兼業農家で近在に勤めているサラリーマンの人が就

任している。

組合の運営原則は概ね次のようになっている。組合の目的については、 「南桜農業生産

組合規約Jに、集落ー農場方式とすることが定められている。組合員資格は、南桜に農地

を所有する及て兵耕作する農業者と定められている。この組合員資格には、居住条件はみあ

たらない。生産組合加入に当たり、 1a当たり 1千円の所有面積に比例した出資義務があ

る。農家の出役については、原則として面積割りで農家に出役目数を割り当てている。出
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役できない場合の調墜については、個人の責任において代替を確保しなければならない。

なお、出役時間に応じて賃金が支払われる。利益配当は、毎年度、生産物販売代金から必

要経費(賃金を含む)を差し引いた収益金を、所有水田面積に応じて分配するようになっ

ている。

4)生産の実績

平成5年度実績引を示そう。南桜組合の経営耕地面積は、約 72haである(回場整備

地区内農地のうち生産組合が管理していない農地は、区画3枚分が存在するに過ぎない)。

平成5年度の作物別作付面積は、水稲作付面積60.2ha、小麦(転作) 12. 0 h 

a、大豆(転作) 5. 7 h aであった。省力化のため、カルパー粉衣をした穏子を用いる

滋水土中直掲栽埼を導入している。直搭面積は27.7haに達し、水稲作付面積の半分

弱を占めている。

移粧水稲作付面積 32. 4 h aのうち、キヌヒカリが 11. Oha、日本晴 10. 2 h 

a 、吟近江4. 9 h a、羽二重モチ 6. 3 h aである。直搭水稲作付27.7haのうち、

キヌヒカリ 17.2ha、日本晴 10.5haである。

水稲の10a当たり収量は、移植473kg、直播480kg，移植、直搭込みの平均が

477kgである。

水稲の総収穫量は294. 5トン、このうち、出荷笑緩(数量) 214. 1トン、飯米は

8 O. 5トンである。総生産額 L組合員の飯米合む)は 9，385万円、うち販売金額は

6， 885万円である。飯米は生産組合から組合員が購入する形をとっており、その金額

は2，500万円である。小麦の作付面積は、 12.0haで、品種は皆、農林61号で

ある。小衰の 10 a当たり単収は356kg、 10 a当たりの労働時間は4. 3時間であ

る。小変の総収穫量は42. 8トン、総売上金額は693万円である。大豆の作付面積は、

5. 7 h aで、オオツ/レが 4. 7 h a、タマホマレが1. Ohaである。大豆の 10a当

たり単収(乾燥調製はまだ)は93kg、 10 a当たりの労働時間は4. 5時間である。

大豆の総収穫量は5. 2トンである。この他、育苗ハウスの期間外利用として、約1万鉢

の草花の苗を試作販売した。

平成5年 12月現在の主要な施設 ・機械装備の保有状況は、農機具格納庫 (300平米)、

育苗ハウス 3棟、 トラクター (50馬カ) 3台、乗用直橋機2台 (5条、 6条各 1台)、

乗用田植機 (5条刈) 5台、自脱型コンパイン2台 (4条、 5条各 1台)、汎用コンパイ

ン1台、籾摺機 1台 (5インチ)、計会機 1台、石抜機 1台、高圧洗浄器1台、フオーク
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リフト 1台、散粉機8台などである。水稲の乾燥調製は、飯米は組合で乾燥しているが、

出荷分は燦協のカントリーエレベーターを利用している。

組合員の総出役時聞は水稲 ・小変・大豆合わせて、 8，892時間である。支払い労賃

総額は、 1，1 69万円である。総出役時間の内訳は、水稲の総出役時間が、移植が 5，

410時間、直掃が 2，710時間、合計8，1 20時間であった。小去の総出役時間は、

516時間であった。大豆の総出役時聞は、 256時間であったロ支払い労賃は、 1時間

当たり男子 1，300円、女子 1000円である。組合の農作業は原則として出役者が共

同で行っているが、水稲の水管理作業についてのみ共同作業からはずれており、 5月から

8月まで、年配者 10名に 10 a当たり 1，000円で生産組合が再委託している。集務

外の 2戸の組合員にも出役してもらっており、集事喜内の 1戸 (2h aの所有耕地をもつが、

高齢世帯のため出役できなし、)の例外を除いて全戸出役の原則は守られている。

配当金として、総額3，960万円が組合員へ分配されている。生産物の販売代金に転

作助成金などを加えた粗収入から経営費(組合員への支払労賃を含む)を差し引いた剰余

が、所有面積に比例して分配されている。 10 a当たりの利益配当は、平成5年度は、 5

5千円であった。なお、平成3年度は、 80千円、平成4年度は 50千円であった。

注 5)調査事タuの概要は、文献[8Jに詳しい。

注6)地域概況については、 r90年野洲町町勢要覧」、 「第3次野洲町総合開発計画」

r 1 9 90年世界農林業センサスJによる.

注7) r南桜の集幕営農J (野洲町役場産業土木部農政課、南桜土地改良区、南桜農業

生酪E合作成)による。総農家数・専兼別農家数は r1990年世界農林業センサ

ス」とは若干異なる。センサスでは、農家数78、専業農家数1、第 2穏兼業農家

77 (恒常的勤務 71、自営兼業4、その他2)である。唯一の専業農家(養鶏)

も最近いなくなったとのことである。農家 1戸当たりの平均耕地面積、農産物販売

金額第一位部門が稲作である農家数については、 r 1 990年世界農林業センサスJ

による。

注8)平成5年度の生酪且合の総会資料による。

4.分析結果

まず、省カ効果から検討したい。

表3-2-1に統計数字とともに作業別労働時間の内訳を示す。平成5年の稲作の10a当た
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り労働時間は、移植で 16. 5時間、直搭で 11. 5時間、全体で 14.2時間であり、

かなり省カ化が進んで い る(組合が独自に出した労働時間もあるが、ここでは内部資料よ

り農林水産省の米生産費調査の基準で再集計した)。

事堂3-2-/ 南篠民衆生産組合における稲作の作業別労働時間

lti縦.業生産組合・平成E年 良林水産省統計

区 分 移徳裁J&直帰税局稲作全体 都府県 近自民

27.72ha 32. 43ha 60. 16ha 10ha以上 平均
単位:時/10a下段% 単位:時/108下段%

種子予指 0.87 o.4ol o. 3 LIJ 
7.6 2.8 1.3 立9

首代一切 I 0.44 4. 9 LIJ 
2.7 1.7 19. 6 10..1 

本田耕起及び整地 o:;:n 1.44 3. 3 
10.4 12. S 11.3 '1.1.3 u..1 

基I巴 O. 8 L:]J 
.1.3 丘5

回植/直搭 3.83 1. 07 ~ 3. 2 c[] 
3.1.3 9..1 18. 0 12. 8 1.16 

追AI'! 0.68 0.46 O. 6 C[J 
4.1 4.0 4.1 2.4 .18 

除草 1.94 2.08 z∞|  1. 4 
11.8 18.1 /1.1 5.6 4.3 

かん4排水管理 2.99 1. 89 2. 48 I 4. 5 LIl 
J且1 16. 1 I7.S 18. 0 30. 7 

防除 ll.Q2 !LQ1 Q，鐙| O. 4 C=TI 。!4 0.6 0.1 1.6 .1.1 

稲刈り及び脱般 2.29 1. 08 3. 1 ~ 
1.1.9 9.4 12.3 12. 1 J正。

初乾燥及び初摺り 0.65 0.65 ~ 1. 9 L:]J 
.1..1 1.8 .1.9 7.6 五1

生産管理 2.0 2.0 2:01 O. 6 C=TI 
12.1 17. .1 11.1 2.4 .1.1 

総労働時間 ~ 11. 45 lIliJ 125.0 42.61 
100 100 100 1ω iω 

注 1)作業別労働時間は四捨五入した数値のため、その合計は総労働時間と
一致しない.

2)移継我培の種子予指がないのは農協から芽出首を購入しているからで
ある.基肥は施用されているが、 岡楠機ないし嬬種機に取付けられた倒
条施肥機で問時に施肥され、単組の作業としてなされていないので計上
していない.防除は民協利用が中心である.乾線開製は飯用米と穂子扱
出荷分の合計31'1'1弱を組合で扱い、他はAl協のCEを利用している.

3)生産管理労働以外は労働凶役の記録(作業日報)を整理したものである.

出役の記録は賃金支払いの必要から30分Ill{1):の精度で犯級されている.
4)当組合では、一郎の働械作業の研修を除害生直管理労働を組合からの
労賃支払いの対象となる出役労働に含めていない.そこで、会議・打合
せの犯録(理事・師会・~長会11報告密の綴り)と組合長からの聞き取
りにより生産管理の労働時聞を見積もった.
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注目すべきは、かん排水管理の時間は大区函ゆえの管理対象園場数と総殴畔距離の減少

により削減できているが、大区画ゆえの均平不足と水回りの悪さから雑草繁茂が起こり 、

除草の時間はやや膨らんでいる.総じて肥婿管理作業に対しても省力化効果が認められよ

う(事例ではオー トイリグーター等の水管理での高装備化がないので狭義の水管理では闘

場面積 ・配置の影響がそのまま現れていると思われる)。

次に生産費の低減効果を検討したい。

10a当たり生産費は7万円台の後半にあって滋賀県平均の 154，540円/10aに対して49.

5%減少している(表3-2-2)。農林水産省の統計情報部の米生産費調査における都府県の

最大階層である10ha以上層の平均である87，420円/10aに対しては10.7%の減少である。

10 a当たり生産費の内訳をみると、都府県の最大階層と較べて、建物費 ・燥機具費と労

働焚が少なく 、委託料金が多いという特徴がみられる。

理聖t3-2-2 広義訴さ全主涯筆糸且壬Tの対ξ蛍三i!il持寄

南篠 滋賀県平均都府県10h.以上

費目 平成5年平成4年平成4年

10・当たり生産費{円}

積苗費 5120 3504 2078 
肥料費 6861 12133 91 14 
薬剤費 5431 5667 8722 

光勲動力費 1692 3013 3101 

その他の踏材料費 3461 1470 
土地改良および水利費 5252 1 0359 7529 

貸借料および料金 12863 1 5399 4127 

物件説および公限時負担 4356 4690 1396 

建物費 2460 5676 3275 
良繊具費 1 5 3 8 7 32067 20876 
生産管理費 1 973 233 18 1 

1IJ1t#針 59854 96202 61869 

労働費 21796 60654 29213 

#A百 合計 81650 156856 91882 

副産物 2316 2316 3662 

生産費 79334 154540 87420 

ωkg当たり生産費{円) 9992 16620 10134 
. 考平成4年産ベース 9501 (南省高平成4年単収 501kg/10.)

稲の作付面積 (h.) 60. 1 5 o. 83 1 3. 94 

10.当たり収量 (kg) 476. 4 551 517 
10・当たり組収益 {円) 15538 182408 169871 
10.当たり労働時間(時) 1'1-.1'1 39. 5 25. 0 

住)止記の生産費には地代および資本利子が含まれていない.
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60kg当たり生産費は、平成5年が凶作年であって低収化の影響がある。標準化された生

産原価をみるためには本来は平年単収をとったときの60kg当たり生産費が望ましい。だが、

組合は平成3年の3月の設立であり、集務農場での稲作付けの経験が浅いのので、過去の

実績による平年単収の算出無理がある。そこで、単年度ではあるが平成4年産の実績であ

る50 1 kg/10 aをもって平年収量に代えることにする(滋賀県農林水産統計年報によれ

ば平成4年の滋賀県の平均水稲収量は 503kg/10a、昭和58年から平成4年までの各

年産の水稲収量の単純平均は492kg/10aであり、501kg/10aという南桜集落の収

量水準は県平年単収に近い数字でもある)。平成4年産単収を用いたときの60kg当たり生

産費は、 9千円台の前半にあって滋賀県平均の16，820円/60kgに対して44.4%減少してい

る。農林水産省の統計情報部の米生産費調査における都府県の最大階層である10ha以上層

の平均である 10，134円/60kgに対しては 7.7%の減少である。

平成5年産米の生産費(地代 ・資本利子を除く)は、 60kg当たり 9，992円であった(一

部概算を含む}. 10 a当たり費用合計について米生産費調査統計における都府県の最大階

層(稲作13.9ha} と賃金単価をそろえて比較すれば、南桜組合が19%低かった。問題はこ

の差のうちどれだけが区画の配置 ・大きさに関する闘場条件の差異に起因するコスト低減

効果に相当するかである。

そこで、区画の大きさと直接関連しない費目を除いて労働費、燥機具費、来十金を取り上

げ、その他の要因による費用の士目減効果を分離した(図3-2-2}。その他の要因としてこ

こで考慮したのは、作業委託の効果、車隣接化の効果、栽培技術[直播 ・側条施肥]による効

果の4つの要因である。作業委託によって-8.7%、闘場以外での農作業の労働時間に

よって-9. 6%、組織化によって+2. 1 %、栽培技術[直播・側条施肥]によって-3.

1%の費用の減少がみられた。農林水産省の米生産費調査における都府県の最大階層であ

る10ha以上層の平均である10a当たり焚用合計87，420円に対しては 18.6%の減少であ

るが、園場条件以外の4要因の影響を分隊すると、比率で約 10%、金額で約 10千円/

10 aの低減になる。うち労働焚分は 6%で、燥機具費分は4%になる。燥機具費は、 トラ

クター、コンパイン等の主用機械の単位菌穏当たり能力数が都府県の最大階層より小さく

て済んでいることによる(1台当たりの負担面積増とそれに伴う機械台数の削減による)。

この数字は、厳密には闘場条件の改善のみによる低減効果ではないが、ほぼその効果に相

当する大きさであると推定される。この推定では、米生産費調査における都府県の最大階

層と事例の営農集団との問で経営規模の差があるが、事実上、規模の経済性の差異が両者
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~ 3-2.-2. 再奇宅岩屋義多喜主会住居主主糸E壬当、 Lこ.:j:3.ナとう
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に認められないという仮定をおいている(家族経営の作業ユニットの規模以上の経営規模

では作業ユニットが複数結合しているだけでコストはほとんど変化しないとする仮定、い

わゆる fN倍説Jの仮定が成り立っとした)。実際のところ、調査事例でも、営農集団の

ため家族経営と比べて労働編成は異なるが小さな作業主圧が複数あってそれぞれ独立に作業

しているし、通常の大規模家族経営と較ベて機械装備はさほど変わらない(出荷米はCE

利用のため飯米用の乾燥施設も家族経営の機械装備とほぼかわらない)。光熱動カ焚につ

いては無視した(資料の制約から分隊できなかった)。

単収への効果については、組合になってからの年次が浅いのでまだ確定できない。しか

しながら、地域平均との差が小さいことから、事例では、いまのところ大区画化・団地化

は単収には中立であるとの予想が立てられる。

回場条件の改善によるコスト低減効果を発現形態別に整理すれば、全効果を 10とする

と、 A効果が約6、C効果が約4となる。 A効果については、当然期待されるところの機

械化作業の作業能率向上による労働焚の低減効果がみられた。この事例では、加えて、肥

培管理作業における省カ化による労働焚の低減効果が発現していることも確認された。B

効果については、資料の制約から分間置できなかったが、もともと金額が大きくないので無

視しでも大勢に変化ないと恩われる。 C効果については、機械化作業の効率向上を蕊礎に

した燥機具費の削減効果が認められるが、具体的には 1台当たりの負担面積増とそれに伴

う機械台数の削減が可能となっていると考えられる。 D効果については、確定できないが、

少なくともマイナスにはならないだろうと考えられる。 E効果については、今回の分析で

は費用算定に含めていない。ただし、闘場までの距離が短く農道園場への出入りが少ない

ので機械が傷みにくいため耐用年数が長くなるのではなし、かという組合の機械オべからの

指摘があったので、機械の耐周年数増加による燥機具費の削減の可能性も否定できない。

5.考察

上記の分析では、闘場条件の改善によるコスト低減効果にかんする従来の試算・推計の

問題点 (P75~P76) はどこまで克服されたであろうか@

①について:事例では、本田除草時聞が大区画化で増加したと考えられる。マイナス効

果を考えると、従来の推計は若干割り引くベきではないか。

②について 事例では、 「かん排水管理Jのうち狭義の水管理で省カ化が起きていた。

肥精管理作業にも大区画化のメリットが及ぶことを確認された。事例分析では、特定臨場
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に限定されない労働時間を把握することで肥培管理作業の省カ化を把握できたものと思わ

れる(試験問場の評価では点を面に拡大する無理がある)。

③について:事例では、 1台当たりの負担面積拡大による必要機械台数の削減を通じた

農機具費削減の効果が発現していると考えられる。 1Oha台の家族経営では機械台数が少

数に限られるので整数になる機械台数を自由に調節するのは難しい。調査事例では経営規

模が 70haを越えていたために機械台数の削減による効果発現が可能になったと考えられ

る(l台のところを O. 8台にすることはできないが、 5台のところを4台にはできる)。

闘場条件改善によるコスト低減効果は経営規模によっても異なることが明らかになった。

③について.コスト低減効果の発現形態を撃理した上で事例分析した結果、農機具焚の

削減効果(コスト低減効果の二次効果のー形態)が意外と大きいことが判明した。関場条

件改善によるコスト低減効果の評価では二次効果も注目すべきである。

今回の事例分析では、従来の試算、推定の問題点を回避し、闘場条件の改善によるコス

ト低減効果の推定方法の妥当性を改善させたと考えられる。

しかしながら、ここでの推計方法に問題点・弱点がないわけではない。第 1に、生産費

統計の最大階層平均との比較により効果を推計したが、本当に開場条件以外の他の条件を

一定に近いところになるように事後的なデータの補正ができただろうか。以上の分析では

経営形態ないし企業形態の違いを組織化による違いを生産管理労働時間の増加にのみ求め

ているが、労働編成の違い等の検討が十分ではない。もっとも、機械装備が同等なら労働

編成の在り方によっておおきく作業能率を変えることはできないので、労働編成の違いは

あまり影響を及ぼさないと考えられる。機械の単価、耐周年数等の違いによる検討が残さ

れているが、この点はなされていない。第2に、調査事例と比較対照群との関で規模の経

済性を同等とみなしてよし、かとし、う問題もある。いわゆる rN倍説」の仮定の有効性が関

われる。とくに、数十ha規模の経営では、作業の種類によって 5台体系にしたり 3台体系

にしたりできるので、 1台か2台かといった少数の整数で機械を保有せざるを得ない家族

経営にはできない柔軟な俄械装備とそれによる規模の経済の享受が可能である。ここで分

析したコスト低減効果における燥機具費の低減効果のなかに最初から規模の経済の効果も

働いていたとすれば、分析結果をいくらか割り引いて考えなくてはならない。

調査事例における平均的回場条件からの大区画化 ・団地化によるコスト低減効果は規模

の経済の促進効果とみなせるが、この結果はどこまで一般化できるのであろうか。留意点

を次にあげる。
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第 1に、回場区画そのものの大きさで異なる。ここでの分析結果は区画面積 1ha前後に

限定された数字である。当然のことながら標準区画からさほど大きくなければ効果は小さ

いくなるが、反対に区画が大き過ぎてもデメリットが大きくなる。たとえば、コンパイン

の籾タンクの容量が闘揚一周の刈取り量より小さいときには途中でパックして収穫物を搬

出しなければならなくなるように、資材補給や籾搬出がネックになって現状の機械の不適

合がおきる。また、数へクターノレの特大区画では、均平化コストと単収低下のトレードオ

フが顕在化する。日本のようなモンスーン気候の下では雑草を減らすには均平化の水準を

上げなければならいが、 トラクターの代かきは安価であるが作業能力に限界があるし、レ

ーザー均平装置を備えたブルドーザーでは経費がかさむ。

第2に、二次効果の発現はケースパイケースである。経営規模が小さく、 1セット機械

体系では機械台数の変更ができないので、燥機具費の削減効果は期待できない。 1セット

機核体系の家族経営ではコスト低減効果は一部の二次効果が期待できない。

第 3に、技術体系によって異なる (機械のサイズ ・種類、栽培技術)。事例では必ずし

も国産最大クラスの機械を用いていなかったが、より大きな機械装備をもてば低コスト効

果はより大きくなろう。また、直播技術だけなら、もともと育苗のような闘場外作業がす

くない分だけ省カ化効果の比率は大きくなろう。

第4に、大区画化 ・団地化される前の悶場条件(あるいは比較対照の闘場条件)にもよ

る。 30a標準区画を再整備した場合と、未整備回を土地改良して大区画にした場合とで

はコスト低減効果は異なるはずである。未整備地区等で零細耕地が散在する状況下で規模

拡大した場合は、管理対象の園場数・団地数が急増するため、単収水準が低下する公算が

高い。この場合は、大規模経営にとっては、大区画化 ・団地化の効果は単収商でも現れる

はずであって、前章の分析結果を踏まえる限り、 "1割、 1万円'を大幅に上回るコスト低

減効果が期待できる。

以上を総合すれば、単収不変の仮定が保たれる限り、 1ha程度の区画で逮担団地になっ

ていて数十haの耕作規模に逮している条件下では、 "1割、 1万円'という大区画化 ・団地

化によるコスト低減幅は一つの目安といえよう。だが、区画面積や経営規模が大きく異な

ればこの限りではない。

残された課題としては、今回の分析では団地化と大区画化の効果の分離がなされていな

い。つまり、どちらの効果が優勢かわからない。事{fuでは作業日誌をベースにしたので分

離しにく b、。だが、木を見ずに森を見るようにして、悶場レベノレでなくてフルサイズの経

-91 -



営のレベノレで考えると、大区画化は栽培管理の単位数を減らしたり、園場開移動時間を節

約したりするので、団地化に通ずる効果をもっ。両者ーの厳密な分離はもともと必要でない

のかもしれない。さらに、 「農場制Jを問題とする限りは、両者は同時に追求されるので

あえて分離しなくてもいいともいえる。

6 結語

以上の分析から明らかなように大区画化や団地化といった関場条件の改善は規模の経済

性を促進する。別な視角からみれば、日本の平均的な分散状態や区函面積は、上層燥にと

ってのより一層の規模拡大を阻んでいるともいえる。このことは、所有における零細分散

錯聞に規定された土地利用を現出させる現状の土地制度は、上層燥の上向にブレーキをか

ける経営環境であり、良民層の分解・分化を遅らせる影響をもっていることを意味する。

土地の所有形態に規定された耕地形態が大規模水田作経営に対して課していた潜在的逸失

利益は、地代負担カの低下というかたちで少なくともlOa当たり 1万円水準に相当しよう。

農場的土地利用秩序形成の意義は、外形的には潜在的逸失利益の獲得にあるが、本質的に

は、土地の所有形態に規定された耕地形態を克服することによる新たな段階にはいった生

産カの解放にある。
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糸冬 茸E

終意では、各章で明らかにした成果を綴り返り、 一連の研究成果から導かれる含意と今

後の研究の展望を述ベたい。

第 1章では、実際の機械化された農作業の作業時間の計調uに基づいて作業時間の推定方

法を改善し、圃場条件に応じた作業時間を推定した。

第 1節では、標準時間算出のために、睦沿いの低速化を考慮した困場内作業時間の推定

式を改良した。第 2節では、 OR手法を導入し、零細岡場分散での収穫作業の所要時間の

推定式を考案した。籾運搬での手待ち時間を考慮することにより、園場の分散程度の噌大

によって作業時聞が比例的な増加よりもさらに瑚加する現象を再現した。第 2節ではさら

に、現時点の機械化段階での機械化作業の効率に対する園場条件の規定性の評価も行った。

近年、水田用機械の大型化が進んでいるが、同ーの圃場分散の条件では、小型(低速)機

械より大型(高速)機械ほど機械が本来発栂できる能力に対して非効率になり、大規模経

営の方がより不利になる状況を解明した。

乗用機械化が進行するなかで、高速化・大型化が可能となった現在、現状の土地基盤の

陳腐化がすでに始まっていることを指摘した。

第 2章では、圃場分散による稲作の単収低下現象の実態を解明した。

第 1節では、できる限り悶場分散だけの影響を取り出すように努めつつ、岡場の分散程

度が相対的に大きな農家群と小さな農家群の水稲単収を比較した。まず、単収気候条件や

土地条件の近い同一地区内で農家をサンプリングし、次に、農家間の土地の質の差を回場

整備の有無のかたちで考慮して単収を補正し、さらに、規模別単収格差の消失点、に達した

作付面積の農家を対象にして両農家群の単収を対比した(品種構成の違いによる単収差を

捨象するために作付けの多い 1品種のみの分隙も行っている)。これより、同農家群の単

収差は 30-4 Okg水準であること、かかる現象が相対的な上層農に限って起きること、

その上層がたかだか4ha以上層にすぎないこと、回場分散が追肥回数を低下させ粗放化を

伴うこと等が判明した。この単収低下は、技術的な効率の低下と考えられ、その低下幅は

明らかに地代負担力の点、で実際の営股上問題視される大きさであるとみなされる。それゆ

え、岡場分散のダメージを小さくするような経営行動の必然性が示唆された。
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第 2節では、図場分散による低収化のメカニズムを既存調査の再検討によ って解明した。

岡場分散によって機械化作業は時間が増すが肥縫管理作業は不変ないし微減であることを

示した。岡場分散によって必要労働時間が増えているから、実質的に栽培管理の粗放化が

進行することが明らかになった。また、耐肥位向収量品種とコシ系良食味品種とで単収低

下4頃向が異なることも判明した。

このように、零細園場分散は労働生産性にも土地生産性にも技術的な非効率性をもたら

すことが確認できた。機械化作業の能率の低下も、水稲単収の低下も、どちらも技術的な

規定性のもとで、圃場の分散化を伴う水稲作の規模鉱大の際の 「規模の経済のぐずつきJ

の要因になりうることを実証した。

第 3:1tでは、圃場整備が稲作のコストにどのような影響を与えているかを、圃場整備水

準の異なる対照的な 2つの地区で明らかにした。

第 1節では、明治時代に造成されたままの旧圃場整備地区において、家族経営における

稲作の規模の経済が「萎縮」してしまう実態を解明した。土地基盤整備が低水準で地耐力

がないと、規模拡大しでも乗用機械への移行に障害があった。また、老朽化した水田の堂

度が耕作者の管理水準で異なっており、自作地の単収水準と借地の単収水準とのおおきな

格差があって、借地を鉱大すると単収が低下する傾向がみられた。旧整備田では、借地で

規模弘大しでも経済的メリットが小さく、むしろ、はやくも 5haの手前で緩やかながら規

模の不経済さえ発生している。整備不良水田では大規模借地経営の成立は土地基盤条件か

ら強く制約を受けている実態が判明した。

第2節では、団地化された大区画水田での稲作においてどのくらいのコスト削減効果が

あるかを分析した。大区画困場整備事業とそれに伴う地域的な営農再編によって生まれた

集落農場の事例もとに、圃場条件の改善によるコスト削減の展望を提示した。事例とした

のは、 1ha程度の大区画水聞をもっ協業形態の集落農場である。この農場は、 60ha規模

の水稲作を営農しており、非常に省力的な農業を実現している。園場整備による闘場条件

の改善によるコスト低減効果は 10%程度とみこまれた。機械装備や労働力編成をみなお

せば、閲場条件の改善によるコスト削減はさらに大きくなるはずである。

阻場条件を総合的に変更する闘場盤備の水準は、稲作における規模の経済の発現を決定

的に規定する。 r乾田馬耕Jの時代から耕転機段階までは対応できた 10 a区画の旧整備

田では、老朽化も手伝って作付面積が 5haもし、かないうちにコスト低減は限界になってし

まうのに対して、標準 1ha区画の町場整備がなされてほぼ完全な連担団地化が笑現してい
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る場合は、 1経営体で60haもの作付け規模に達しでもなおコストは低減し続けている。

前者が家族経営で、後者が協業形態の地域営農集団であって労働編成等が異なるにせよ、

区画面積 ・岡場配燈・排水性等に閲する闘場条件の総合的な改善は、規模の経済の発現範

囲を桁はずれに大きく促進するということは明らかである。

稲作を中心とする水田作の上向発展の基本的な条件として土地丞鍛条件の重要性はいく

ら強制しでも強制しすぎるわけではない。このことは、生産力的レベルでの良民層う鴻平の

可能性は、現在の技術段階においては、これまでにもまして岡場条件の在り方に強く規定

されるようになってきているといえる。とりわけ所有における零細分散銭闘は闘場条件の

在り方を規制する主要な要因であって、土地所有が生産カの展開を限んでいるといえる。

本研究では次のことが課題として残された。稲作の采用機械化の波は肥培管理面にもお

よんできており、総合采用管理機の市販も始まった。他方、緩効性肥料や一発除草剤の普

及も進んでいる。このような新たな技術革新のもとで、稲作の規模の経済の発現構造に対

する土地越般の制約が強められるのか、あるいは弱められるのかという問題は倹討できな

かった。また、闘場の分散化に伴う稲作の管理条約度の後退のメカニズムがどういうもの

かについて十分に検討できなかった。今後、大規模経営の肥培管理に対する実態調査と並

んで、経済的行動を理解するためのそデノレ的な経営分析が必要となろう。さらに、回場条

件とコストの関係では、本来的には固定資本の自由な更新を前提とした『長期」の焚用を

分析しなければならないが、本研究では既存の固定資本のセットを前提にした分析になっ

てしまっている。技術的な制約のもとでの任意の生産規模での最適な周定資本装備を求め

た上で、闘場条件改善によるコスト低減効果を推定することは今後に残された課題である。

本研究のアプローチの一つの特徴は、生産力的な面での農業経営の上向展開の可能性を

土地法雄条件との関連で追求した研究になっていることである。稲作を中心とする水間決

業において生産力論の立場で上向展開の可能性を論じること自体、かつて指摘されたどの

規模階層をも績断する稲作技術の『画一性JがJiJlれ始めたことを意味しており、燥地流動

化が進行しはじめた新たなステージでの課題に正面から取り組む試みでもある。もう一つ

の特徴は、成業経営研究に作業研究・ OR・統計的方法といった生産管理論的技法を持ち

込み、生産技術をふまえた圃場条件の経営的野佃を展開したところにある。これは、従来

の記述的生産カ構造論の弱点をカパーする試みでもある。どちらも、技術と経営とが相互

関連する領域の研究であり、今後、同織のアプローチで分析の対象・領域を拡張すること

が展望できょう。 (1994年12月提出)
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